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厚生労働科学研究費補助金 

（食品の安全確保推進研究事業） 

 

総括研究報告書 

 

日本国内流通食品に検出される新興カビ毒の安全性確保に関する研究 

 

研究代表者 吉成 知也  （国立医薬品食品衛生研究所） 

 

研究要旨 

 カビ毒はカビが感染した農作物中に生産され、カビ毒に汚染された食品により、急性的な中毒

症状や慢性的な摂取によるガンの発症などが引き起こされている。これまで厚生労働科学研究に

おいて、2001 年より様々なカビ毒について日本に流通する食品における汚染実態や毒性に関する

研究を行い、カビ毒に汚染された食品の摂取の低減を目的とした施策策定の科学的根拠となるデ

ータを取得し、食の安全性確保に貢献してきた。 

 本研究事業では、3 種のタイプ Aトリコテセン系カビ毒、ステリグマトシスチン（STC）、エン

ニアチン類（ENs）及びビューベリシン（BEA）を研究対象とした。汚染実態調査では、タイプ

A トリコテセン系化合物については、6 食品目計 146 検体の調査を行い、ハト麦加工品ときな粉

において 3 種の化合物の同時汚染が認められた。BEA と ENs については、9 食品目 167 検体の

調査を行った。BEA の汚染レベルが高かったのはきな粉、ゴマ及びハト麦加工品で ENs の汚染

レベルが高かったのはライ麦粉と小麦粉（国産）であった。STC については、7 食品目 164 検体

の調査を行った。玄米の汚染レベルが最も高く、小麦加工品からも STCが検出された。毒性試験

では、エンニアチン B のマウスを用いた 28 日間反復経口投与毒性試験を実施した。最高用量を

30 mg/kg、公比 2、溶媒対照群を含む 4 用量群を設定し、一般状態観察、体重、摂餌量測定、投

与期間終了後の血液・血液化学検査、剖検、病理組織学検査を実施した結果、無毒性量は 30 mg/kg

となった。簡易分析法の開発では、市販の T-2 トキシン ELISA kit に使われている抗体が 4,15-ジ

アセトキシスシルペノール（4,15-DAS）も認識するか否かを市販 T-2 トキシン ELISA kit3 種で

検討を行った結果、いずれも交差性を示さなかった。複合汚染のリスク解明については、カビ毒

汚染レベルの高いハト麦からその原因菌の探索を行った結果、輸入ハト麦においてはアフラトキ

シン、STC および 4,15-DAS 汚染リスクが高く、国内産ハトムギはフザリウム属真菌が産生する

トリコテセン類の複合汚染リスクが高いことが示唆された。 



2 

 

A. 研究目的 

 カビ毒はカビが感染した農作物中に生産され、

カビ毒に汚染された食品により、急性的な中毒

症状や慢性的な摂取によるガンの発症などが引

き起こされている。これまで厚生労働科学研究

において、2001 年より様々なカビ毒について日

本に流通する食品における汚染実態や毒性に関

する研究を行い、カビ毒に汚染された食品の摂

取の低減を目的とした施策策定の科学的根拠と

なるデータを取得し、食の安全性確保に貢献し

てきた。 

 4,15-ジアセトキシスシルペノール（4,15-DAS）

については 2016～18 年の研究により分析法の

確立とハト麦における汚染実態を明らかにした。

一方、2017 年に公表された JECFA の評価結果

においてT-2、HT-2トキシンのグループPMTDI

に 4,15-DAS も組み入れられ、また 2018 年に公

表された EFSAの評価結果においてはコーヒー

や大豆製品といったトリコテセン系カビ毒の汚

染がこれまでほとんど報告されていない食品か

らの検出が報告された。このような背景を受け、

T-2、HT-2、4,15-DAS の一斉分析法を開発し、

より広い範囲の食品を対象に調査を行う必要が

考えられた。ステリグマトシスチン（STC）につ

いては 3 年間の研究により分析法の確立と小麦

などの主要食品における汚染実態を明らかにし

た。日本人におけるばく露量推定を行うために、

より多くの検体を対象とした汚染調査と分析の

効率を向上させるため、かつ陰性検体の多い

STC と 4,15-DAS の調査を効率良く行うために

簡易分析法の開発が必要と考えられた。これら

の研究成果により、4,15-DAS、T-2 トキシン及

び HT-2 トキシンの 3 種のタイプ A トリコテセ

ン系カビ毒と STCについては 2016～18年の結

果と合わせ、6 年間の汚染調査と日本人におけ

るばく露量の結果が得られ、それらは我が国に

おける基準値策定の根拠として施策決定に直接

貢献する。また、4,15-DAS と STC は JECFA

においてリスク評価が行われたものの、ヨーロ

ッパ以外の地域における汚染実態の情報が不足

しており、十分な評価がなされたとは言えない

状況にある。そのため日本におけるそれらカビ

毒の汚染実態の結果は今後 JECFA において再

評価がなされる際に活用され、国際機関への貢

献が可能となる。   

 本研究においては 4,15-DAS と STC に加え、

エンニアチン類（ENs）とビューベリシン（BEA）

も研究対象に加える。ENs と BEA は新興カビ

毒として近年関心が高まっており、欧州を中心

に 2000～2013 年に 1 万試料を超える大規模な

汚染実態調査が行われた。研究代表者が実施し

た日本に流通する小麦粉を対象とした予備調査

（Food Addit Contam Part A,33,1620–26,2016）

においては高濃度かつ高頻度で ENs が検出さ

れており、毒性や小麦粉以外の食品における汚

染実態の情報の取得の必要性が高まっている。 

このような背景を踏まえ、2019 年度には①多

機関共同試験により、タイプ A トリコテセン系

化合物 3種の一斉分析法と ENs 5種の一斉分析

法の妥当性の評価、②ENs、STC 及びタイプ A

トリコテセン系化合物の汚染調査の予備検討、

③STC の迅速簡易測定法の開発、④毒性試験に

用いるためのエンニアチン B の大量調製、⑤マ

ウスを用いたエンニアチン複合体の毒性試験を

実施した。2020 年度には、①妥当性を評価した

分析法を用いてタイプ A トリコテセン化合物、

ENs 及び STC の汚染調査、②精製エンニアチ

ン B を用いたマウス 28 日間反復経口投与毒性

試験、③4,15-DAS を認識する市販 ELISA キッ

トの探索、④ハト麦におけるカビ毒複合汚染の

リスク解明を行った。 

 

B. 研究方法 

（１）カビ毒の汚染調査 

①タイプ Aトリコテセン系化合物の分析法 

 各試料（ライ麦粉、ハト麦加工品、小麦粉（国
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産及び輸入）、きな粉、ゴマ及びビール）25 g に

抽出溶媒アセトニトリル：水（85：15）100 mL

を加え、30 分間振盪することで行った。添加回

収試験の場合は、それぞれの食品の中で汚染が

ないものを選び、5 g/kg 又は 50 g/kg となる

ようカビ毒を添加し、暗所に 1 時間放置した後

に抽出を行った。遠心分離（1410g、10 分間）

により抽出液を分離した。 

 精製は多機能カラム（昭和電工社製 Autoprep 

MF-T 1500）を用いた。抽出液約 10 mL をカラ

ムに入れ、最初の流出液 3 mL は捨て、次いで

流出する約 2.4 mL を試験管に採った。その溶

出液から 2.0 mL を別の試験管に正確にとり、

窒素気流により乾固後、残渣をアセトニトリル：

水（1：9）0.5 mL で溶解したものを試験溶液と

した。試験溶液中のカビ毒を LC-MS/MS により

定量した。 

 

②STC の分析法 

 抽出は、各試料（玄米、小麦粉（国産及び輸

入）、ハト麦加工品、ライ麦粉、インスタントコ

ーヒー、レギュラーコーヒー、ドライフルーツ、

きな粉及びゴマ）25 g に抽出溶媒アセトニトリ

ル：水（85：15）100 mL を加え、30 分間振盪

することで行った。添加回収試験の場合は STC

の標準溶液を添加し（終濃度 0.5又は 5.0 µg/kg）、

暗所に 1 時間放置した後に抽出を行った。遠心

分離（1410g、10 分間）により抽出液を分離し

た。 

 精製はイムノアフィニティーカラム（IAC、堀

場製作所社製 AFLAKING）を用いた。抽出液

5.0 mL をピペッターで 50 mL のメスフラスコ

にとり、PBS で 50 mLにメスアップした後、ガ

ラス繊維ろ紙でろ過した。インスタントコーヒ

ーについては、抽出液 1.0 mL をピペッターで

100 mL のメスフラスコにとり、PBS で 100 mL

にメスアップした。希釈液 20 mL を IAC に添

加し、PBS 10 mL と蒸留水 10 mL で洗浄後、

アセトニトリル 3 mL で溶出した。溶出液を窒

素気流により乾固後、残渣をアセトニトリル 0.5 

mL で溶解後、さらに蒸留水 0.5 mL を加えてか

ら混合したものを試験溶液とした。試験溶液中

のカビ毒を LC-MS/MS により定量した。 

 

③BEA と ENs の汚染実態調査 

  エンニアチン A（ENA）、エンニアチン A1

（ENA1）、エンニアチン B（ENB）、エンニア

チン B1（ENB1）及びビューベリシン（BEA）

の抽出は、各試料（玄米、小麦粉（国産及び輸

入）、そば（乾麺）、ビスケット、スパゲッティ、

うどん（乾麺）及びパン粉）20 g に抽出溶媒ア

セトニトリル：水（85：15）200 mL を加え、30

分間振盪することで行った。添加回収試験の場

合は試料中のカビ毒濃度が 25、100 又は 500 

µg/kg となるよう標準品を添加し、暗所に 1 時

間放置した後に抽出を行った。遠心分離（1410g、

10 分間）により抽出液を分離した。 

 抽出液 400 µLに精製水 800 µLを加えて希釈

し、遠心分離を行った。メタノール 3mL と精製

水 3 mL で平衡化した C18 カートリッジ

（Waters 社製 SepPak Vac C18 200 mg）に希

釈液 900 µL を供した後、10%アセトニトリル水

溶液 3 mL と 50%アセトニトリル水溶液 3 mL

で洗浄後、90%アセトニトリル水溶液 1.5 mL で

溶出したものを試験溶液とした。試験溶液中の

カビ毒を LC-MS/MS により定量した。 

 

（２）ENB の毒性試験 

5 週齢の雌雄マウス（ICR〔Crl:CD1 

(ICR)〕）を日本チャールス・リバー株式会社、

厚木飼育センターより購入し、1 週間の馴化後

実験に用いた。バリア動物室のプラスチックケ

ージにて、12 時間の明暗サイクル、室温

23±3ºC、湿度 50±20%の制御環境下で個別に飼

育した。実験期間中は固形飼料 CRF-1（γ線

滅菌：オリエンタル酵母工業株式会社）と水道
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水を自由摂取させた。昨年度にカビ培養物から

精製した ENBを DMSO 添加コーン油で調製

した被験液を 0、7.5、15、30 mg/kg 体重の投

与量でそれぞれ 6 週齢 ICR〔Crl:CD1 (ICR)〕

マウス（雌雄各 10 匹/群）に 28 日間反復経口

投与した。投与期間中は一般状態の観察及び体

重、摂餌量の測定を実施した。投与期間終了

後、剖検時に血液を採取し、血液学検査と血液

生化学検査を実施した。剖検では外表及び全て

の器官、組織を詳細に観察した。所定の臓器を

採取し重量測定後、固定し、パラフィン包埋し

た。各臓器のヘマトキシリン・エオジン（H・

E）染色標本を作製し、鏡検した。 

 

（３）4,15-DAS を測定可能な ELISA キットの

探索 

 Max Signal T-2 ELISA kit 

（ PerkinElmer 社）、 RIDA SCREEN T-2 

ELISA kit（R-Biopharm 社）及び AgraQuant 

T-2 Toxin ELISA test（Romer 社）の 3 種類を

使用した。4,15-DAS は、Sigma-Aldrich 社から

購入し、1mg の 4,15-DAS をアセトニトリルで

溶解し、stock solution とした。市販の ELISA 

kit に添付されている各カビ毒の標準品の濃度

を参考に、その 1000 倍濃度までの溶液を実験

に用いた。その際、適量の stock solution を窒

素乾固したのち、各メーカーが用いている

buffer により順次希釈した。ELISA キットによ

る測定は、各メーカーの説明書に従って行った。 

 

（４）ハト麦におけるカビ毒複合汚染のリスク

解明 

 国内の小売店から、輸入品ハトムギ 11 検体お

よび国産品ハトムギ 10 検体の計 21 検体を購入

した。ハトムギから複合汚染の原因菌を分離す

るために、DRBC 平板上に、供試したハトムギ

を 1 枚のプレートに 5 粒ずつ置き、25℃で 7 日

間培養した。培養後、発育したコロニーを目視

によって観察し、観察された Fusarium 属と

Aspergillus 属のコロニーをPDA平板培地に釣

菌して分離した後、25℃で 1～2 週間培養した。 

PDA 平板培地上に生育した菌体を 2 ml マイク

ロチューブに入れたポテトデキストロース液体

培地（PDB）1.5 ml に接種し、48 時間 30℃で

静置培養した。その後、得られた菌体について、

Maxwell RSC Plant DNA Kit（プロメガ株式会

社製）を用いて、DNA を抽出した。得られた

DNA を鋳型として-tubulin 遺伝子の PCR お

よびシーケンスを行った。得られた遺伝子塩基

配列について、NCBI データベースを用いた

BLAST サーチにより菌種を推定した。以上の形

態学的および分子生物学的解析結果を総合し、

菌種の同定を行った。 

同定した Fusarium 属株について、トリコテ

セン類産生能を持つ菌種であった場合に、角田

培地にて振盪培養を 25℃にて 1 日行い、静置培

養を 25℃にて 7 日間行った。また、分離株がタ

イプ Bトリコテセン産生菌種であった場合には、

さらに米培養を行った。角田液体培地で

Fusarium 属分離株を 25℃一晩で前培養した、

米 10g に 3 mL の水を加えオートクレーブ処理

をしたフラスコに、前培養液を加え 25℃で 2 週

間培養した。その培養物に 85%アセトニトリル

40 mL を加え混合して得た抽出物を、50% メ

タノールを用いて 1,000 倍希釈し、LC-MS/MS

にて測定を行った。 

 Aspergillus 属菌と同定された株菌について、

PDB培地を用いて 4日間 32℃で静置培養した。

培養液をフィルターろ過し、そのろ液を試料液

として薄層クロマトグラフィーにてアフラトキ

シン産生能を確認した。展開溶媒は、クロロホ

ルム：アセトン：ヘキサン（85：15：15）を用

いた。 
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C. 研究結果 

（１）カビ毒の汚染調査 

①タイプ Aトリコテセン系化合物 

 6 食品目（ライ麦粉、ハト麦加工品、小麦粉

（国産及び輸入）、きな粉、ゴマ及びビール）計

146 検体の調査を行った。4,15-DAS はハト麦加

工品ときな粉から検出され、陽性率はハト麦加

工品で 72.7%、きな粉で 30%であった。平均値

についてはハト麦加工品で 6.8 µg/kg、きな粉で

0.06 µg/kg であった。最大濃度はハト麦加工品

の 22.4 µg/kg であった。 

 T-2 トキシンはライ麦粉、ハト麦加工品、小麦

粉（国産）、小麦粉（輸入）、きな粉及びビールで

検出された。陽性率については、ライ麦粉の

73.3%が最も高く、次いできな粉の 60.0%、小麦

粉（国産）の 47.8%、ハト麦加工品の 36.4%が

他の食品より高かった。平均濃度はきな粉の 4.5 

µg/kg が最も高く、次いでハト麦加工品の 1.0 

µg/kg であった。最大濃度はきな粉における

22.6 µg/kg であった。 

 HT-2 トキシンは T-2 トキシンと同じく、ゴマ

以外の調査品目で検出された。T-2トキシンと同

様にライ麦粉ときな粉の陽性率が他の食品より

高かった。平均濃度は、きな粉の 8.8 µg/kg が最

も高く、次いでハト麦加工品の 2.6 µg/kg、小麦

粉（国産）の 1.8 µg/kg、ライ麦粉の 1.4 µg/kg

であった。最大濃度はきな粉における 37.8 

µg/kg であった。  

 3 種のタイプ A トリコテセン系化合物の合算

値について、平均濃度はきな粉の 13.3 µg/kg が

最も高く、次いでハト麦加工品の 10.4 µg/kg で

あった。最大濃度はきな粉における 60.5 µg/kg

であった。 

 

②BEA と ENs 

 9 食品目（玄米、小麦粉（国産及び輸入）、ハ

ト麦加工品、ライ麦粉、インスタントコーヒー、

レギュラーコーヒー、ドライフルーツ、きな粉

及びゴマ）167 検体の調査を行った。BEA につ

いては、玄米、小麦粉（国産）、小麦粉（輸入）、

ハト麦加工品、ライ麦粉、レギュラーコーヒー、

きな粉及びゴマで検出された。陽性率が最も高

かったのはゴマ（80.0%）で、次いでハト麦加工

品（68.2%）、きな粉（60.0%）であった。平均濃

度は、きな粉の 21.7 µg/kg が最も高く、次いで

ゴマの 3.7 µg/kg であった。最大濃度はきな粉

における 101 µg/kg であった。ENs は玄米、小

麦粉（国産）、小麦粉（輸入）、ライ麦粉及びきな

粉で検出された。これらの食品においては、4 種

の ENs のうち ENB の汚染レベルが最も高く、

次いで ENB1、ENA1、ENA の順であった。ENB

の陽性率が最も高かったのはきな粉（90.0%）で、

次いで小麦粉（輸入）（85.7%）、小麦粉（国産）

（82.6%）、ライ麦粉（80.0%）であった。平均濃

度は、ライ麦粉の 3,321 µg/kg が最も高く、次い

で小麦粉（国産）の 79.3 µg/kg であった。最大

濃度はライ麦粉における 48,783 µg/kgであった。 

 

③STC 

  7 食品目（玄米、小麦粉（国産及び輸入）、そ

ば（乾麺）、ビスケット、スパゲッティ、うどん

（乾麺）及びパン粉）164 検体の調査を行った。

玄米と小麦加工品である小麦粉（国産）、小麦粉

（輸入）、そば（乾麺）、ビスケット及びスパゲッ

ティ及びうどん（乾麺）から STC が検出された。

そのうち陽性率が最も高かったのは玄米

（75.0%）で、次いでそば（乾麺）（70.0%）、小

麦粉（国産）（21.7%）であった。平均濃度は、

玄米の 0.2 µg/kg が最も高く、次いでそば（乾

麺）の 0.1 µg/kg、小麦粉（国産）の 0.04 µg/kg

であった。最大濃度は玄米における 1.1 µg/kg で

あった。 

 

（２）ENB の毒性試験 

 一般状態の観察と体重については、いずれの
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群においても投与期間中の体重に有意な変化は

認められなかった。摂餌量の変化については、

雄では投与 1 日の高用量群、投与 14 日の低・

高用量群、投与 21 日の中・高用量群、投与 28

日の高用量群に対照群と比較し高値がみられ

た。雌では投与 14 日の低用量群、投与 21 日

の低用量群、投与 28 日の低・高用量群に対照

群と比較し低値がみられた。血液学検査の結果

については、雄では高用量群に RBC 値の低値

が認められた。雌ではいずれの検査項目におい

ても有意な変化は認められなかった。血液化学

検査については、雄では高用量群に BUN 値の

高値が認められた。雌ではいずれの検査項目に

おいても有意な変化は認められなかった。計画

剖検では低用量群の雄 1 例（動物番号：

2002）に精巣の白色巣、低用量群の雌 1 例

（動物番号：2103）に肝臓の白色巣、中用量

群の雄 1 例（動物番号：3003）に膝関節の隆

起巣、高用量群の雄 1 例（動物番号：4004）

に精巣の小型化がみられた。器官重量の測定結

果については、高用量群の雄の腎臓絶対重量が

対照群と比較し高値を示した。その他の臓器の

絶対重量や相対重量に有意な変化は認められな

かった。病理組織学検査の結果については、い

ずれの群にも諸臓器に偶発性の変化がみられた

が、被験物質の投与に起因すると考えられる変

化はみられなかった。計画剖検時に低用量群の

雄 1 例にみられた精巣の白色巣は精液瘤、低用

量群の雌 1 例にみられた肝臓の白色巣は壊死、

中用量群の雄 1 例にみられた膝関節の隆起巣は

仮骨形成、高用量群の雄 1 例にみられた精巣の

小型化は精細管の変性/萎縮であった。 

 

（３）4,15-DAS を測定可能な ELISA キット

の探索 

Max Signal T-2 ELISA kit の結果につ

いては、付属の標準品 0, 1, 5, 10, 25, 50 ppb の

濃度と同じ濃度および 100, 250, 500, 5000 ppb

の 4,15-DAS 溶液を用いて説明書通りの反応を

行った結果、吸光度に変化はなかった。RIDA 

SCREEN T-2 ELISA kit では、付属の標準

品の濃度 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 ppb に加え 10, 

100, 1000, 5000 ppb の 4,15-DAS 溶液を用いて

反応させた結果、4,15-DAS 濃度 100 ppb 以上

において T-2換算で 12から 17 ppb相当の発色

がみられたものの用量依存性は認められなかっ

た。AgraQuant T-2 Toxin ELISA test では、付

属の標準品の濃度 0, 20, 50, 150, 500 ppb に加

え、100, 200, 1500, 5000 ppb の 4,15-DAS 溶液

を用いて反応させた。その結果、4,15-DAS 濃度

100 ppb において T-2 換算で 20 ppb 程度の発

色が認められたが、用量依存性はなく 1 用量の

みの反応であったことから、交差性はなかった

と判断した。 

 

（４）ハト麦におけるカビ毒複合汚染のリスク

解明 

21 検体のハト麦に含まれるカビ毒濃度を測

定し、アフラトキシン、トリコテセン系カビ毒

及び ENs の複合汚染が認められた 8 検体を用

いて真菌分離を試みた。その結果、合計で

Aspergillus 属菌 5 株および Fusarium 属菌 35

株が分離された。Aspergillus 属菌を同定したと

ころ、すべての株は A. flavus または A. oryzae

と同定された。本研究で用いた遺伝子マーカー

-tubulin では A. flavus または A. oryzae の識

別はできないが、本研究ではここまでの同定に

とどめた。STC の産生菌である Aspergillus 

versicolorは、いずれのハト麦試料からも検出さ

れなかった。 

 本研究においてハト麦試料から分離された

Fusarium 属菌のうち、輸入ハト麦からは、 ト

リコテセン類産生菌として F. incarnatum のみ

が、フモニシン類産生菌として Fusarium 
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verticillioides のみが検出された。国産ハト麦か

らは、トリコテセン類産生菌として F. 

incarnatum 、  F. armeniacum 、 F. 

sporotrichioides お よ び Fusarium 

graminearum が、フモニシン類産生菌として

Fusarium fujikuroi、Fusarium annlatum、

Fusaium oxysporum お よ び Fusarium 

proliferatum が検出された。分離された株を角

田液体培地で培養し、カビ毒の生産能を調べた。

国産ハト麦試料から分離された計 3 株の F. 

sporotrichioides はそれぞれ T-2 トキシン（最大

368 mg/kg）、HT-2 トキシン（最大 22.8 mg/kg）、

および 4,15-DAS（最大 8.1 mg/kg）を生産した。

また、国産ハト麦試料から分離された F. 

armeniacum は、T-2 トキシン 150 mg/kg 、HT-

2 トキシン 2.6 mg/kg および 4,15-DAS 7.6  

mg/kg を生産した。輸入ハト麦試料から分離さ

れた 1 株の F. incarnatum が 4,15-DAS（2.2 

mg/kg）を生産した。 

 

D. 考察 

（１）カビ毒の汚染調査 

①タイプ Aトリコテセン系化合物 

 今年度調査した検体のうち、ハト麦加工品と

きな粉において 3 種の化合物の同時汚染が認め

られた。ライ麦粉、小麦粉（国産）、小麦粉（輸

入）及びビールでは T-2 トキシンと HT-2 トキ

シンの同時汚染が認められた。今年度の合算値

の平均値を昨年度の結果と比較すると、ライ麦

粉（昨年度 2.3 µg/kg：今年度 1.7 µg/kg）とハ

ト麦加工品（昨年度 10.3 µg/kg：今年度 10.4 

µg/kg）は同等であったが、小麦粉（国産）（昨年

度 0.3 µg/kg：今年度 2.0 µg/kg）では差が認め

られた。きな粉の調査を今年度から開始したが、

T-2 トキシンと HT-2 トキシンの汚染量が他の

検体よりも高い結果が得られた。今年度調査を

行った 10 検体のうち、9 検体が国産、1 検体が

中国産であるが、T-2 トキシンと HT-2 トキシン

が高い濃度で検出されたのはいずれも国産の検

体であった。来年度はきな粉の調査検体数を増

やし、汚染が定常的に起きているのかどうか調

べる。 

 

②BEA と ENs 

 今年度調査した食品のうち、BEA の汚染レベ

ルが高かったのはきな粉、ゴマ及びハト麦加工

品であった。昨年度のハト麦加工品の平均値が

22 µg/kg であったのに対し、今年度は 2.7 µg/kg

と汚染レベルは低かった。きな粉とゴマは今年

度から調査を実施したが、きな粉において 100 

µg/kgを超えてBEAが検出された検体が認めら

れたことから、来年度は検体数を増やして調査

を行い、汚染の傾向を調べる。ENs の汚染レベ

ルが高かったのはライ麦粉と小麦粉（国産）で

あり、この傾向は昨年度と同様であった。小麦

粉（国産）の汚染レベルは昨年度とほぼ同等で

あった。ライ麦粉において、ENB が約 50 mg/kg

検出された検体が 2 種認められたことから、平

均値が非常に高くなった。昨年度には ENB が 3 

mg/kg 検出された検体があり、ライ麦における

ENs 汚染は定常化している可能性がある。 

ヨーロッパで実施された汚染調査ではドライ

フルーツやコーヒー豆から BEA や ENs が検出

されていたため、今年度はそれら食品の調査を

行った。レギュラーコーヒーから低濃度の BEA

が検出されたが、ドライフルーツからは BEA も

ENs も検出されなかった。汚染レベルに地域差

がある可能性が考えられた。 

 

③STC 

 今年度は玄米と 6 種類の小麦加工食品の調査

を行った。玄米における汚染レベルはいずれの

小麦加工品よりも高かった。小麦加工品の中で

は、そば（乾麺）の陽性率と平均濃度が最も高い

という結果は昨年度と同様であった。今年度か

ら調査を開始したスパゲッティとうどん（乾麺）
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においても STC が検出されたが、汚染レベルは

そば（乾麺）と比較すると非常に低かった。STC

のばく露の主要な食品は米とそばである可能性

が考えられた。 

 

（２）ENB の毒性試験 

エンニアチン B の 42 日間反復投与毒性試験

（Maranghi et al., EFSA, 2018）において、18 

mg/kg 群で有意な体重増加抑制が観察されてい

る。また、昨年度に実施したエンニアチン類混

合物（エンニアチン B：エンニアチン B1：エン

ニアチン A1＝4：4：1）を用いた 28 日間反復経

口投与毒性試験では、投与に起因した変化とし

て高用量群（20 mg/kg）の雌雄の摂餌量に若干

の低値がみられた。本試験では、上記 2 試験と

の投与期間や被験物質の違いを考慮して投与量

が設定された。本試験では被験物質の影響と考

えられる変化として、摂餌量の変化や RBC 値の

低値、BUN 値の高値、腎臓絶対重量の高値が認

められた。しかしながら、剖検時に血液学及び

血液化学検査結果と符号する肉眼所見は得られ

ず、また病理組織学的検査においても被験物質

の影響を示唆する明らかな変化は認められなか

った。以上より、エンニアチン B のマウスを用

いた 28日間反復投与を最高用量 30 mg/kgの用

量で実施した結果、最小毒性量は求めることが

出来ず、無毒性量は 30 mg/kg という結果とな

った。 

 

（３）4,15-DAS を測定可能な ELISA キットの

探索 

2017年に公表された JECFAの評価結果にお

いて T-2、HT-2 トキシンのグループ PMTDI に

4,15-DAS も組み入れられたことから、T-2、HT-

2、4,15-DAS の一斉分析法の簡便、迅速法の開

発を試みた。現在市販で購入できる T-2 を対象

にした ELISA kit を用いて 4,15-DAS の交差性

を見ることで、市販 ELISA が活用できる可能性

を検討した。しかしながら、3 種類の ELISA kit

とも4,15-DASとの交差性は認められなかった。 

 

（４）ハト麦におけるカビ毒複合汚染のリスク

解明 

 輸入品のハト麦からは Aspergillus トキシン

が、国産品からは Fusraium トキシンが多く検

出される傾向にあり、中でも、輸入品からはSTC

が、国産品からは DON-3-グルコシド、T-2 トキ

シンおよび HT-2 トキシンの検出量が高い傾向

にあることが示された。さらに、タイプ A トリ

コテセン類については、4,15-DAS だけが国産品

と比較して輸入品から有意に高い濃度で検出さ

れた。タイプ A トリコテセンのうち 4,15-DAS

だけが他のカビ毒と検出傾向が異なったことか

ら、同じタイプ A トリコテセンであっても T-2

トキシンおよび HT-2 トキシンとは汚染原因菌

が異なることが示唆された。以上のことから、

ハトムギの産地ごとに、カビ毒の汚染プロファ

イルが異なることが明確に示された。今回、輸

入ハトムギ試料からは、4,15-DAS、DON、NIV、

BEA といった複数種類のフザリウムトキシン

が 10 mg/kg 以上の濃度で検出されたにもかか

わらず、分離できた Fusarium 属菌は F. 

incarnatum および F. verticillioides のみであ

った。これらのカビによるハト麦感染が、カビ

毒複合汚染のリスクを高める原因であると考え

られた。 

 

E. 結論 

カビ毒汚染調査については、今年度は、昨年

度の結果から汚染レベルが高いと推定される食

品やヨーロッパで高レベルの汚染が報告されて

いた食品を対象に調査を行った。ヨーロッパで

汚染が報告された食品からは必ずしもカビ毒は

検出されなかった。次年度は、ばく露量推定を

行うことを踏まえ、日本人における摂取量が多
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い食品を中心に調査を行う。ENB の毒性評価

については、明確な毒性は確認できなかった。

ENB はブロイラーでの経口投与後の吸収性が

低いことが文献的に示唆されており、マウス

28 日間毒性試験での明らかな毒性が検出され

ない理由と考えられた。ENs は肝臓のシトク

ローム P450 を介して代謝される。そこで次年

度は、マウスにおける ENB の薬物動態試験を

実施する。簡易測定系の確立については、市販

の T-2 トキシン ELISA kit3 種類は 4,15-DAS

には交差性を示さなかった。次年度は国外で販

売されている T-2 トキシンおよび HT-2 トキシ

ンを認識する ELISA kit の検討と、STC の高

感度 ELISA 系の確立を行う。ハト麦における

カビ毒複合汚染のリスクについては、輸入品の

検体からアフラトキシン生産能を有する

Aspergillus 属菌とトリコテセン系カビ毒生産

能を有する Fusarium 属菌が検出され、これら

のカビによる感染がカビ毒の複合汚染の原因で

あることが明らかになった。次年度は、カビ毒

の複合汚染が頻繁にみられるライ麦を対象とし

た試験を行う。 
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図 1  本研究が対象とするカビ毒の化学構造 

 

 

R1 R2 R3

ビューベリシン -CH2C6H5 -CH2C6H5 -CH2C6H5

エンニアチンA -CH(CH3)CH2CH3 -CH(CH3)CH2CH3 -CH(CH3)CH2CH3

エンニアチンA1 -CH(CH3)CH2CH3 -CH(CH3)CH2CH3 -CH(CH3)2

エンニアチンB -CH(CH3)2 -CH(CH3)2 -CH(CH3)2

エンニアチンB1 -CH(CH3)2 -CH(CH3)2 -CH(CH3)CH2CH3
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T-2 トキシン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT-2 トキシン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,15-ジアセトキシスシルペノール 

 

 

図 1  本研究が対象とするカビ毒の化学構造（続き） 
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表 1  国際機関によってリスク評価が実施されたカビ毒の一覧 

 

 

 

 

JECFA EFSA 日本 CODEX

・総アフラトキシン ・DON ・総アフラトキシン ・総アフラトキシン

（落花生） ・マスクドDON ・アフラトキシンM1 （落花生）

・アフラトキシンM1 ・フモニシン ・パツリン ・アフラトキシンM1

・T-2/HT-2トキシン ・オクラトキシンA ・オクラトキシンA ・パツリン

・ゼアラレノン ・アフラトキシンM1 ・DON ・総アフラトキシン

・パツリン ・T-2/HT-2トキシン ・NIV （木の実）

・総アフラトキシン ・ゼアラレノン ・フモニシン ・オクラトキシンA

（木の実） ・ビューベリシン ・DON

・オクラトキシンA ・エンニアチン類 ・フモニシン

・DON ・NIV

・フモニシン ・アルタナリオール

・ステリグマトシスチン ・ステリグマトシスチン

・4,15-DAS ・モリニフォルミン

・モディファイド

　フモニシン

・4,15-DAS
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厚生労働科学研究費補助金 

（食品の安全確保推進研究事業） 

 

分担研究報告書 

 

カビ毒の汚染実態調査 

 

研究分担者 吉成 知也  （国立医薬品食品衛生研究所） 

 

研究要旨 

 2019 年度に多機関共同試験によって妥当性を検証した分析法を用いて、3 種のタイプ A トリコ

テセン系化合物、ステリグマトシスチン（STC）、ビューベリシン（BEA）及びエンニアチン類

（ENs）の食品における汚染実態を調べた。タイプ A トリコテセン系化合物については、6 食品

目計 146 検体の調査を行った。ハト麦加工品ときな粉において 3 種の化合物の同時汚染が認めら

れた。3 種の合算値の平均濃度は、きな粉の 13.3 µg/kg が最も高く、次いでハト麦加工品の 10.4 

µg/kg であった。最大濃度はきな粉における 60.5 µg/kg であった。BEA と ENs については、9 食

品目 167 検体の調査を行った。BEA の汚染レベルが高かったのはきな粉、ゴマ及びハト麦加工品

で平均濃度はそれぞれ 21.7 µg/kg、3.7 µg/kg 及び 2.7 µg/kg であった。ENs の汚染レベルが高か

ったのはライ麦粉と小麦粉（国産）であり、この傾向は昨年度と同様であった。ライ麦粉におい

て、エンニアチン B が約 50 mg/kg と群を抜いて高濃度で検出された検体が 2 種認められた。STC

については、7 食品目 164 検体の調査を行った。玄米の汚染レベルが最も高く、陽性率は 75.0%

で、平均濃度は 0.2 µg/kg、最大濃度は 1.1 µg/kgであった。小麦加工品である小麦粉（国産）、小

麦粉（輸入）、そば（乾麺）、ビスケット及びスパゲッティ及びうどん（乾麺）からも STC が検出

され、そのうち汚染レベルが高かったのは、そば（乾麺）（陽性率 70.0%、平均濃度 0.1 µg/kg）で

あった。 

 今年度は、昨年度の結果から汚染レベルが高いと推定される食品やヨーロッパで高レベルの汚

染が報告されていた食品を対象に調査を行った。次年度は、ばく露量推定を行うことを踏まえ、

日本人における摂取量が多い食品を中心に調査を行う。 

研究協力者 

中島 正博 名古屋女子大学 

竹内 浩  三重県保健環境研究所 

谷口 賢  名古屋市衛生研究所 

橋口 成喜 川崎市健康安全研究所 

佐藤 英子 川崎市健康安全研究所 

福光 徹  神奈川県衛生研究所 

藤吉 智治 （一財）食品分析開発センター   

       SUNATEC 

鈴木 実束 （一財）食品分析開発センター   

       SUNATEC 

森田 剛史 （一財）日本穀物検定協会 

下山 晃  （一財）日本食品検査 

猪之鼻 修一（一財）日本食品分析センター 

小杉 正樹 （一財）日本食品分析センター 

宮崎 光代 （一財）日本食品分析センター 
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A. 研究目的 

 世界的に汚染頻度が高く、健康被害が予測さ

れるカビ毒は、FAO/WHO 合同食品添加物専門

家会議（JECFA）で毒性評価が行われ、コーデ

ックス委員会で規格策定が行われている。我が

国はコーデックス委員会の加盟国であることか

ら、コーデックス規格を食品の規格基準に採用

することが厚生労働省の方針として決められて

いる。 

 厚生労働省は､リンゴジュース中のパツリ

ン、小麦玄麦中のデオキシニバレノール、全食

品中の総アフラトキシン及び乳中のアフラトキ

シン M1に対して規制を行っている。また、コ

ーデックス規格が定められているオクラトキシ

ン A やフモニシンに関しては、本研究事業で

実態調査が行われており、それらについては食

品安全委員会において我が国におけるリスク評

価が実施された。また、JECFA において毒性

評価が行われたタイプ A トリコテセン系化合

物（T-2 トキシン、HT-2 トキシン及び 4,15-ジ

アセトキシスシルペノール（4,15-DAS））、ゼ

アラレノン及びステリグマトシスチン（STC）

についても汚染実態調査を行った。 

 本事業はタイプ A トリコテセン系化合物、

STC 及びエンニアチン類（ENs）を研究対象と

する。タイプ Aトリコテセン系化合物について

は、T-2 トキシンと HT-2 トキシンの汚染調査を

2010～2015年度、4,15-DASの汚染調査を 2016

～18 年度に実施し、麦類や豆類における汚染実

態を明らかにした。その一方で、2016 年 11 月

に開催された JECFA において、T-2 トキシンと

HT-2 トキシンのグループ PMTDI（0.06 µg/kg 

bw/day）に 4,15-DAS も組み入れられることが

提唱され、3 種のタイプ A トリコテセン系化合

物を一斉に定量分析し、リスク評価を行う必要

性が生じた 1)。2019 年度には、3 種のタイプ A

トリコテセン系化合物の一斉分析法を開発し、

多機関共同試験による妥当性の評価を行った結

果、良好な結果が得られた。開発した分析法を

用いて 5 食品目計 148 検体の調査を行った。

4,15-DAS は主にハト麦加工品から、T-2 トキシ

ンと HT-2 トキシンは主にライ麦粉、ハト麦加

工品、小麦粉（国産）及びコーンフラワーから検

出された。3 種のカビ毒の同時汚染はハト麦加

工品、コーンフラワー及び小麦粉（国産）で認め

られた。STC については、2016～18 年度に実

施した研究により、分析法の確立と小麦などの

食品における汚染実態を明らかにした 2)。日本

人におけるばく露量推定を行うために、小麦加

工品など対象とした汚染調査を 2019 年度から

開始した。昨年度は米と小麦加工品を対象に 5

食品目 144 検体の調査を行った結果、米と小麦

粉（国産）、小麦粉（海外）、乾ソバ、クッキー及

びパン粉から STC が検出された。ENs は、新興

カビ毒として近年関心が高まっており、欧州を

中心に 2000～2013 年に 1 万試料を超える大規

模な汚染実態調査が行われ、穀類加工品、ドラ

イフルーツ、木の実、コーヒーなど幅広い食品

で汚染が認められた 3)。また、研究代表者が実施

した日本に流通する小麦粉を対象とした予備調

査においては高濃度かつ高頻度で ENs が検出

されており、小麦以外の食品における汚染実態

の情報の取得の必要性が高まっている 4)。2019

年度には、ビューベリシン（BEA）とエンニア

チン A（ENA）、A1（ENA1）、B（ENB）及び

B1（ENB1）の一斉分析法の性能を評価するた

めに、多機関共同試験を実施し、良好な結果が

得られた。開発した分析法を用いて8食品目208

検体の調査を行った結果、BEA はハト麦加工品、

コーンフラワー、小麦粉（海外）で主に検出され

た。4 種の ENs のうち、ENB の汚染レベルが

いずれの検体においても最も高く、ライ麦粉と

小麦粉（国産）で主に検出された。 

 今年度は、昨年度に開発した分析法を用いて

汚染実態調査を継続した。 
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B. 研究方法 

（１）タイプ Aトリコテセン系化合物の分析法 

 ビール以外の検体の抽出は、試料 25 g に抽出

溶媒アセトニトリル：水（85：15）100 mL を

加え、30 分間振盪することで行った。添加回収

試験の場合は、それぞれの食品の中で汚染がな

いものを選び、汚染レベルを踏まえた濃度のカ

ビ毒を添加し、暗所に 1 時間放置した後に抽出

を行った。遠心分離（1410g、10 分間）により

抽出液を分離した。 

 精製は多機能カラム（昭和電工社製 Autoprep 

MF-T 1500）を用いた。抽出液約 10 mL をカラ

ムに入れ、最初の流出液 3 mL は捨て、次いで

流出する約 2.4 mL を試験管に採った。その溶

出液から 2.0 mL を別の試験管に正確にとり、

窒素気流により乾固後、残渣をアセトニトリル：

水（1：9）0.5 mL で溶解したものを試験溶液と

した。 

 ビールについては、一晩放置して炭酸を抜い

た検体 0.5 mL に精製水 2 mL を加え希釈した。

アセトニトリル 2 mL と精製水 2 mL で平衡化

した固相カートリッジ（Biotage 社製 ISOLUTE 

Myco）に希釈液全量を加え、精製水 3 mL と 5%

アセトニトリル 3 mL で洗浄後、シリンジを用

いてカラム内の水分を除去した。アセトニトリ

ル 2 mL で溶出し、窒素気流により乾固後、残

渣をアセトニトリル：水（1：9）0.5 mL で溶解

したものを試験溶液とした。 

 

 ＜LC-MS/MS の測定条件＞ 

HPLC 

 カラム：Inertsil ODS-3 

          2.1×150 mm, 3 m 

 カラム温度：40 °C 

 移動相：A  2 mmol/L 酢酸アンモニウム 

     B  メタノール 

 分離条件： 0 分  A：B = 50：50 

             8 分 A：B = 10：90 

             11 分まで保持 

 流速：0.2 mL/分 

 注入量：2 L 

 

MS 

  イオン化：ESI positive 

  モニタリングイオン： 

T-2 トキシン 484 > 305, 215 

    HT-2 トキシン 442 > 215, 263 

    4,15-DAS 384 > 307, 247 

 

（２）STC の分析法 

 抽出は、試料 25 g に抽出溶媒アセトニトリ

ル：水（85：15）100 mL を加え、30 分間振盪

することで行った。添加回収試験の場合は STC

の標準溶液を添加し、暗所に 1 時間放置した後

に抽出を行った。遠心分離（1410g、10 分間）

により抽出液を分離した。 

 精製はイムノアフィニティーカラム（IAC、堀

場製作所社製 AFLAKING）を用いた。抽出液

5.0 mL をピペッターで 50 mL のメスフラスコ

にとり、PBS で 50 mLにメスアップした後、ガ

ラス繊維ろ紙でろ過した。インスタントコーヒ

ーについては、抽出液 1.0 mL をピペッターで

100 mL のメスフラスコにとり、PBS で 100 mL

にメスアップした。希釈液 20 mL を IAC に添

加し、PBS 10 mL と蒸留水 10 mL で洗浄後、

アセトニトリル 3 mL で溶出した。溶出液を窒

素気流により乾固後、残渣をアセトニトリル 0.5 

mL で溶解後、さらに蒸留水 0.5 mL を加えてか

ら混合したものを試験溶液とした。 

 

 ＜LC-MS/MS の測定条件＞ 

HPLC 

 カラム：InertSustain C18 

          2.1×150 mm, 3 m 

 カラム温度：40 °C 

 移動相：A  2 mmol/L 酢酸アンモニウム 
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     B  メタノール 

 分離条件： 0 分  A：B = 60：40 

            13 分 A：B = 10：90 

 流速：0.2 mL/分 

 注入量：5 L 

MS 

  イオン化：ESI positive 

  モニタリングイオン：325 [M+H]+>281 

 

（３）BEA と ENs の汚染実態調査 

  ENA、ENA1、ENB、ENB1 及び BEA の抽

出は、試料 20 g に抽出溶媒アセトニトリル：水

（85：15）200 mL を加え、30 分間振盪するこ

とで行った。添加回収試験の場合は試料中のカ

ビ毒濃度が 25、100 又は 500 µg/kg となるよう

標準品を添加し、暗所に 1 時間放置した後に抽

出を行った。遠心分離（1410g、10 分間）によ

り抽出液を分離した。 

 抽出液 400 µLに精製水 800 µLを加えて希釈

し、遠心分離を行った。メタノール 3mL と精製

水 3 mL で平衡化した C18 カートリッジ

（Waters 社製 SepPak Vac C18 200 mg）に希

釈液 900 µL を供した後、10%アセトニトリル水

溶液 3 mL と 50%アセトニトリル水溶液 3 mL

で洗浄後、90%アセトニトリル水溶液 1.5 mL で

溶出したものを試験溶液とした。 

 

 ＜LC-MS/MS の測定条件＞ 

HPLC 

 カラム：Inertsil ODS-3 

          2.1×150 mm, 3 m 

 カラム温度：40℃ 

 移動相：A  2 mmol/L 酢酸アンモニウム 

     B  アセトニトリル 

 分離条件：  0 分  A：B = 30：70 

             20 分 A：B = 20：80 

             22 分まで保持 

 流速：0.2 mL/分 

 注入量：5 L 

 

MS 

  イオン化：ESI positive 

  モニタリングイオン： 

    ENA   699 > 210, 682 

    ENA1  685 > 210, 668 

    ENB   657 > 196, 640 

    ENB1  671 > 196, 654 

    BEA   801 > 134, 784 

 

  平均値については、検出限界値（LOD）未満

の値は 0に、検出限界値以上定量限界値（LOQ）

未満の値は検出限界値に置き換えて算出した。

中央値については、陽性率が 50%以上であった

試料についてのみ算出した。 

 

C. 研究結果 

（１）添加回収試験 

①タイプ Aトリコテセン系化合物 

 ライ麦粉、きな粉及びゴマを用いた 3 種のカ

ビ毒の添加回収試験の結果を表 1 に示した。ラ

イ麦の 5 µg/kg 添加群においては、3 種のカビ

毒の回収率の平均値は 71.5~83.6%の範囲に収

まり、標準偏差は 2.5%以下であった。50 µg/kg

添加群においては、回収率の平均値は 72.7～

88.7%の範囲に収まり、標準偏差は 1.7%以下で

あった。きな粉の 5 µg/kg 添加群においては、3

種のカビ毒の回収率の平均値は 105.4~111.4%

の範囲に収まり、標準偏差は 3.6%以下であった。

50 µg/kg 添加群においては、回収率の平均値は

103.2～107.1%の範囲に収まり、標準偏差は

5.3%以下であった。ゴマの 1 µg/kg 添加群にお

いては、3 種のカビ毒の回収率の平均値は

109.3~120.0%の範囲に収まり、標準偏差は

5.0%以下であった。5 µg/kg添加群においては、

回収率の平均値は 109.1～111.4%の範囲に収ま

り、標準偏差は 6.0%以下であった。25 µg/kg 添
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加群においては、回収率の平均値は 106.5～

109.4%の範囲に収まり、標準偏差は 6.0%以下

であった。コーデックス委員会により作成され

た分析法の手順書において、100 µg/kg、10 

µg/kg 及び 1 µg/kg 添加時の回収率のクライテ

リアはそれぞれ 80～110%、60～115%、40～

120%とされている。ライ麦粉以外の食品におい

ては、3 種のカビ毒の回収率はこのクライテリ

アを満たしていた。 

②BEA と ENs 

 きな粉、玄米、レギュラーコーヒー、ゴマ及び

ドライフルーツを用いた 5 種のカビ毒の添加回

収試験の結果を表 2 に示した。BEA の回収率は

92.6～111.1%の範囲内、標準偏差は 7.4%以下、

ENA の回収率は 95.4～106.7%の範囲内、標準

偏差は 5.4%以下、ENA1 の回収率は 97.2～

108.1%の範囲内、標準偏差は 6.0%以下、ENB

の回収率は 98.6～121.4%の範囲内、標準偏差は

6.7%以下、ENB1 の回収率は 94.4～114.8%の

範囲内、標準偏差は 6.9%以下であった。コーデ

ックス委員会により作成された分析法の手順書

において、100 µg/kg 及び 10 µg/kg 添加時の回

収率のクライテリアはそれぞれ 80～110%及び

60～115%とされている。きな粉における BEA、

レギュラーコーヒーにおける ENB 及び ENB1

以外では、このクライテリアを満たしていた。 

③STC 

 そば（乾麺）、玄米、小麦粉、スパゲッティ、

ビスケット及びうどん（乾麺）を用いた添加回

収試験の結果を表 3 に示した。0.5 µg/kg 添加群

における回収率は 76.7～108.3%の範囲に収ま

り、標準偏差は 4.5%以下であった。5 µg/kg 添

加群における回収率は 81.5～105.5%の範囲に

収まり、標準偏差は 7.1%以下であった。得られ

た回収率は、上述したコーデックス委員会によ

り作成された分析法の手順書に記載されたクラ

イテリアを満たしていた。 

（２）汚染実態調査 

①タイプ Aトリコテセン系化合物 

 6 食品目計 146 検体の調査を行った。結果を

表 4 に示した。4,15-DAS はハト麦加工品とき

な粉から検出され、陽性率はハト麦加工品で

72.7%、きな粉で 30%であった。平均値につい

てはハト麦加工品で 6.8 µg/kg、きな粉で 0.06 

µg/kg であった。最大濃度はハト麦加工品の

22.4 µg/kg であった。 

 T-2 トキシンはライ麦粉、ハト麦加工品、小麦

粉（国産）、小麦粉（輸入）、きな粉及びビールで

検出された。陽性率については、ライ麦粉の

73.3%が最も高く、次いできな粉の 60.0%、小麦

粉（国産）の 47.8%、ハト麦加工品の 36.4%が

他の食品より高かった。平均濃度はきな粉の 4.5 

µg/kg が最も高く、次いでハト麦加工品の 1.0 

µg/kg であった。最大濃度はきな粉における

22.6 µg/kg であった。 

 HT-2 トキシンは T-2 トキシンと同じく、ゴマ

以外の調査品目で検出された。T-2トキシンと同

様にライ麦粉ときな粉の陽性率が他の食品より

高かった。きな粉の平均濃度 8.8 µg/kg が最も

高く、次いでハト麦加工品の 2.6 µg/kg、小麦粉

（国産）の 1.8 µg/kg、ライ麦粉の 1.4 µg/kg で

あった。最大濃度はきな粉における 37.8 µg/kg

であった。  

 3 種のタイプ A トリコテセン系化合物の合算

値について、平均濃度はきな粉の 13.3 µg/kg が

最も高く、次いでハト麦加工品の 10.4 µg/kg で

あった。最大濃度はきな粉における 60.5 µg/kg

であった。 

 

②BEA と ENs 

 9 食品目 167 検体の調査を行った。結果を表

5 に示した。BEA については、玄米、小麦粉（国

産）、小麦粉（輸入）、ハト麦加工品、ライ麦粉、

レギュラーコーヒー、きな粉及びゴマで検出さ

れた。陽性率が最も高かったのはゴマ（80.0%）

で、次いでハト麦加工品（68.2%）、きな粉（60.0%）
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であった。きな粉の平均濃度 21.7 µg/kg が最も

高く、次いでゴマの 3.7 µg/kg であった。最大濃

度はきな粉における 101 µg/kg であった。ENs

は玄米、小麦粉（国産）、小麦粉（輸入）、ライ麦

粉及びきな粉で検出された。これらの食品にお

いては、4 種の ENs のうち、ENB の汚染レベ

ルが最も高く、次いで ENB1、ENA1、ENA の

順であった。ENB の陽性率が最も高かったのは

きな粉（90.0%）で、次いで小麦粉（輸入）（85.7%）、

小麦粉（国産）（82.6%）、ライ麦粉（80.0%）で

あった。ライ麦粉の平均濃度 3321 µg/kg が最も

高く、次いで小麦粉（国産）の 79.3 µg/kg であ

った。最大濃度はライ麦粉における 48,783 

µg/kg であった。 

 

③STC 

  7 食品目 164 検体の調査を行った。結果を表

6 に示した。玄米と小麦加工品である小麦粉（国

産）、小麦粉（輸入）、そば（乾麺）、ビスケット

及びスパゲッティ及びうどん（乾麺）から STC

が検出された。そのうち陽性率が最も高かった

のは玄米（75.0%）で、次いでそば（乾麺）（70.0%）、

小麦粉（国産）（21.7%）であった。平均濃度は、

玄米の 0.2 µg/kg が最も高く、次いでそば（乾

麺）の 0.1 µg/kg、小麦粉（国産）の 0.04 µg/kg

であった。最大濃度は玄米における 1.1 µg/kg で

あった。 

 

D. 考察 

（１）添加回収試験 

 タイプ Aトリコテセン系化合物の添加回収試

験においては、ライ麦粉の結果でクライテリア

を下回る結果が得られた。昨年度のライ麦粉の

添加回収試験の結果では、クライテリアを満た

していた。昨年度と今年度では実施機関が違う

ことや、添加回収試験に用いたライ麦粉の種類

が違うことなどが原因と考えられる。来年度も

同じ試験を実施し、用いている分析法がライ麦

粉に適用できるか調べる。BEA と ENs の添加

試験においても、一部の結果がクライテリアを

満たさなかった。特に、レギュラーコーヒーの

10 µg/kg 添加群でクライテリアからの大きな逸

脱が認められた。回収率が 120%程度となって

いたことから、夾雑成分によるイオン化促進又

は前に測定した検体からのキャリーオーバーな

どが原因と考えられる。来年度に再度試験を実

施し、分析法の適用性を調べる。STC について

は、これまで調査を行ってきた食品に加え、今

年度から調査を開始したスパゲッティやうどん

（乾麺）においても、良好な回収率が得られた。 

 

（２）汚染実態調査 

①タイプ Aトリコテセン系化合物 

 今年度調査した検体のうち、ハト麦加工品と

きな粉において 3 種の化合物の同時汚染が認め

られた。ライ麦粉、小麦粉（国産）、小麦粉（輸

入）及びビールでは T-2 トキシンと HT-2 トキ

シンの同時汚染が認められた。今年度の合算値

の平均値を昨年度の結果と比較すると、ライ麦

粉（昨年度 2.3 µg/kg：今年度 1.7 µg/kg）とハ

ト麦加工品（昨年度 10.3 µg/kg：今年度 10.4 

µg/kg）は同等であったが、小麦粉（国産）（昨年

度 0.3 µg/kg：今年度 2.0 µg/kg）では差が認め

られた。きな粉の調査を今年度から開始したが、

T-2 トキシンと HT-2 トキシンの汚染量が他の

検体よりも高い結果が得られた。今年度調査を

行った 10 検体のうち、9 検体が国産、1 検体が

中国産であるが、T-2 トキシンと HT-2 トキシン

が高い濃度で検出されたのはいずれも国産の検

体であった。来年度はきな粉の調査検体数を増

やし、汚染が定常的に起きているのかどうか調

べる。 

 

②BEA と ENs 

 今年度調査した食品のうち、BEA の汚染レベ

ルが高かったのはきな粉、ゴマ及びハト麦加工
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品であった。昨年度のハト麦加工品の平均値が

22 µg/kg であったのに対し、今年度は 2.7 µg/kg

と汚染レベルは低かった。きな粉とゴマは今年

度から調査を実施したが、きな粉において 100 

µg/kgを超えてBEAが検出された検体が認めら

れたことから、来年度は検体数を増やして調査

を行い、汚染の傾向を調べる。ENs の汚染レベ

ルが高かったのはライ麦粉と小麦粉（国産）で

あり、この傾向は昨年度と同様であった。小麦

粉（国産）の汚染レベルは昨年度とほぼ同等で

あった。ライ麦粉において、ENB が約 50,000 

µg/kg 検出された検体が 2 種認められたことか

ら、平均値が非常に高くなった。昨年度には

ENB が 3,000 µg/kg 検出された検体があり、ラ

イ麦における ENs 汚染は定常化している可能

性がある。 

ヨーロッパで実施された汚染調査ではドライ

フルーツやコーヒー豆から BEA や ENs が検出

されていたため、今年度はそれら食品の調査を

行った。レギュラーコーヒーから低濃度の BEA

が検出されたが、ドライフルーツからは BEA も

ENs も検出されなかった。汚染レベルに地域差

がある可能性が考えられた。 

 

③STC 

 今年度は玄米と 6 種類の小麦加工食品の調査

を行った。玄米における汚染レベルはいずれの

小麦加工品よりも高かった。小麦加工品の中で

は、そば（乾麺）の陽性率と平均濃度が最も高い

という結果は昨年度と同様であった。今年度か

ら調査を開始したスパゲッティとうどん（乾麺）

においても STC が検出されたが、汚染レベルは

そば（乾麺）と比較すると非常に低かった。STC

のばく露の主要な食品は米とそばである可能性

が考えられた。 

 

E. 結論 

昨年度に妥当性を評価した分析法を用いて、

汚染実態調査を行った。3 種のタイプ A トリコ

テセン系化合物については、ハト麦加工品とき

な粉において 3 種の化合物の同時汚染が認めら

れ、特にきな粉において、T-2 トキシンと HT-

2 トキシンの汚染量が他の検体よりも高い結果

が得られた。BEA については、きな粉、ゴマ

及びハト麦加工品で汚染レベルが高く、特にき

な粉において 100 µg/kgを超えて BEA が検出

された検体が認められた。ENs の汚染レベル

が高かったのはライ麦粉と小麦粉（国産）であ

り、この傾向は昨年度と同様であった。STC

については、玄米における汚染レベルが小麦加

工品よりも高かった。小麦加工品の中では、そ

ば（乾麺）の陽性率と平均濃度が最も高いとい

う結果は昨年度と同様であった。次年度は、今

年度汚染レベルが高かった食品の調査数を増や

し、継続的な汚染が生じているかを調べるとと

もに、ばく露量推定を行い、日本人の健康に対

するこれらカビ毒のリスクを評価する。 
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表 1 タイプ A トリコテセン系化合物の添加回収試験の結果 

 

 

 

ライ麦粉 5 71.9 ± 1.4 71.5 ± 0.6 83.6 ± 2.5

50 76.0 ± 1.7 88.7 ± 0.7 72.7 ± 1.2

きな粉 5 105.4 ± 1.3 111.4 ± 2.3 107.3 ± 3.6

50 107.1 ± 1.8 107.0 ± 2.7 103.2 ± 5.3

ごま 1 109.3 ± 1.1 114.8 ± 1.5 120.0 ± 5.0

5 109.5 ± 0.9 109.1 ± 6.0 111.4 ± 5.7

25 109.4 ± 2.3 106.5 ± 2.9 108.1 ± 6.0

添加濃度
（µg/kg）

回収率（%、平均値±標準偏差）

4,15-DAS T-2 toxin HT-2 toxin
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表 2 BEAと ENs の添加回収試験の結果 

 

 

  

きな粉 10 106.7 ± 5.1 100.1 ± 4.2 104.0 ± 6.0 108.9 ± 4.9 105.3 ± 6.9

100 111.1 ± 4.7 106.7 ± 4.1 106.1 ± 3.2 107.8 ± 3.5 106.4 ± 4.1

玄米 10 92.6 ± 2.1 95.5 ± 2.0 97.6 ± 1.1 99.7 ± 2.8 94.4 ± 2.7

100 93.3 ± 1.3 95.6 ± 0.6 99.9 ± 1.3 100.8 ± 1.9 99.8 ± 0.5

レギュラーコーヒー 10 102.4 ± 7.4 100.7 ± 5.4 106.8 ± 5.3 121.4 ± 1.0 114.6 ± 4.2

100 100.4 ± 5.1 104.4 ± 4.6 108.1 ± 4.3 113.0 ± 2.8 114.8 ± 5.2

ゴマ 10 98.0 ± 2.5 95.4 ± 0.6 98.6 ± 2.9 105.2 ± 0.4 103.1 ± 2.6

100 96.9 ± 1.2 99.9 ± 2.2 97.2 ± 2.2 102.0 ± 3.0 98.3 ± 1.5

ドライフルーツ 10 104.4 ± 2.1 102.1 ± 0.8 105.9 ± 2.9 104.8 ± 6.7 101.5 ± 4.3

100 97.3 ± 0.4 100.0 ± 0.3 98.5 ± 1.7 98.6 ± 0.2 98.8 ± 2.0

ENB ENB1

回収率（%、平均値±標準偏差）添加濃度
（µg/kg） BEA ENA ENA1
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表 3 STC の添加回収試験の結果 

 

 

  

そば（乾麺） 0.5 76.7 ± 3.8

5 81.5 ± 7.1

玄米 0.5 100.5 ± 4.5

5 97.8 ± 1.0

小麦粉 0.5 108.3 ± 4.1

5 105.5 ± 6.1

スパゲッティ 0.5 101.0 ± 1.3

5 100.1 ± 2.7

ビスケット 0.5 103.1 ± 3.0

5 97.0 ± 1.4

うどん（乾麺） 0.5 95.8 ± 0.6

5 96.4 ± 1.0

添加濃度
（µg/kg）

回収率
（%、平均値±標準偏差）
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表 4 タイプ Aトリコテセン系化合物の汚染調査の結果（2020 年度） 

 

 

検出限界値：4,15-DAS 0.02 µg/kg, T-2 toxin 0.007 µg/kg, HT-2 toxin 0.09 µg/kg 

定量限界値：4,15-DAS 0.06 µg/kg, T-2 toxin 0.02 µg/kg, HT-2 toxin 0.3 µg/kg 

 

 

 

 

 

陽性率
(%)

平均値
(µg/kg)

最大値
(µg/kg)

陽性率
(%)

平均値
(µg/kg)

最大値
(µg/kg)

陽性率
(%)

平均値
(µg/kg)

最大値
(µg/kg)

平均値
(µg/kg)

最大値
(µg/kg)

ライ麦粉 30 0 － － 73.3 0.3 4.3 60.0 1.4 12.3 1.7 16.6

ハト麦加工品 22 72.7 6.8 22.4 36.4 1.0 6.8 36.4 2.6 33.0 10.4 39.7

小麦粉（国産） 23 0 － － 47.8 0.2 1.1 47.8 1.8 16.0 2.0 17.1

小麦粉（輸入） 21 0 － － 19.0 0.06 0.7 19.0 0.5 5.0 0.5 5.7

きな粉 10 30.0 0.06 0.3 60.0 4.5 22.6 60.0 8.8 37.8 13.3 60.5

ごま 10 0 － － 0 － － 0 － － － －

ビール 30 0 － － 16.7 0.03 0.2 43.3 0.2 1.4 0.3 1.6

調査数

4,15-DAS T-2 toxin HT-2 toxin 合算値
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表 5  BEAと ENs の汚染実態（2020年度） 

 

 

検出限界値：                                                                                     

                                                                                    BEA 0.1 µg/kg, ENA 0.1 µg/kg,  

                                                                                    ENA1 0.4 µg/kg, ENB 0.2 µg/kg,  

                                                                                    ENB1 0.3 µg/kg 

                                                                                                                                                                             

定量限界値：                                                                                     

                                                                                    BEA 0.4 µg/kg, ENA 0.4 µg/kg,  

                                                                                    ENA1 1 µg/kg, ENB 0.6 µg/kg,  

                                                                                    ENB1 1 µg/kg                                                                                                                                                                                                      

陽性率
(%)

平均値
(µg/kg)

最大値
(µg/kg)

陽性率
(%)

平均値
(µg/kg)

最大値
(µg/kg)

陽性率
(%)

平均値
(µg/kg)

最大値
(µg/kg)

玄米 20 5.0 0.06 1.2 0 - - 0 - -

小麦粉（国産） 23 34.8 0.5 2.5 8.7 0.8 14.2 65.2 3.2 12.3

小麦粉（輸入） 21 4.8 0.06 1.3 0 - - 9.5 0.3 3.0

ハト麦加工品 22 68.2 2.7 14.0 0 - - 0 - -

ライ麦粉 30 10.0 2.0 50.2 10.0 8.0 115 30.0 99.1 1468

インスタントコーヒー 10 0 - - 0 - - 0 - -

レギュラーコーヒー 10 40.0 0.9 6.6 0 - - 0 - -

ドライフルーツ 11 0 - - 0 - - 0 - -

きな粉 10 60.0 21.7 101 10.0 0.3 3.3 10.0 0.7 5.1

ゴマ 10 80.0 3.7 10.4 0 - - 0 - -

調査数

BEA ENA ENA1

陽性率
(%)

平均値
(µg/kg)

最大値
(µg/kg)

陽性率
(%)

平均値
(µg/kg)

最大値
(µg/kg)

玄米 20 15.0 0.2 1.8 0 - -

小麦粉（国産） 23 82.6 79.3 395.6 82.6 22.3 102

小麦粉（輸入） 21 85.7 7.0 22.2 81.0 2.5 7.9

ハト麦加工品 22 0 - - 0 - -

ライ麦粉 30 80.0 3321 48783 70.0 837 12589

インスタントコーヒー 10 0 - - 0 - -

レギュラーコーヒー 10 0 - - 0 - -

ドライフルーツ 11 0 - - 0 - -

きな粉 10 90.0 7.1 23.9 70.0 2.8 13.9

ごま 10 0 - - 0 - -

ENB ENB1

調査数
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表 6  STC の汚染実態（2020年度） 

 

 

 

           検出限界値：0.02 µg/kg 

           定量限界値：0.05 µg/kg 

  

陽性率

(%)

玄米 20 75.0 0.2 1.1

小麦粉（国産） 23 21.7 0.04 0.3

小麦粉（輸入） 21 4.8 0.005 0.07

そば（乾麺） 30 70.0 0.1 0.6

ビスケット 20 5.0 0.006 0.1

スパゲッティ 20 10.0 0.008 0.1

うどん（乾麺） 20 5.0 0.008 0.2

パン粉 10 0 － －

平均値
(µg/kg)

最大値
(µg/kg)

調査数食品



27 
 

別添-1 各試料におけるタイプ Aトリコテセン系化合物の汚染濃度 

（NDは検出限界値未満、下線は検出限界値以上、定量限界値未満の値である。） 

 

2020年度 ライ麦粉 

 

サンプルID 原産地
4,15-DAS

(μg/kg)

T-2

(μg/kg)

HT-2

(μg/kg)

合算値
(μg/kg)

R2-RY-1 ドイツ、カナダ主体 ND 0.1 ND 0.1

R2-RY-2 ドイツ、カナダ主体 ND 0.03 0.3 0.3

R2-RY-3 フランス ND 0.3 1.7 2.0

R2-RY-4 ドイツ、カナダ主体 ND 0.2 0.5 0.7

R2-RY-5 北海道 ND 4.3 12.3 16.6

R2-RY-6 不明 ND 0.06 ND 0.06

R2-RY-7 不明 ND 0.08 0.3 0.4

R2-RY-8 ND 0.07 0.5 0.6

R2-RY-9 不明 ND ND ND －

R2-RY-10 不明 ND 0.04 ND 0.04

R2-RY-11 不明 ND ND ND －

R2-RY-12 ドイツ ND 0.1 0.5 0.6

R2-RY-13 ドイツ ND ND ND －

R2-RY-14 国内製造 ND 0.07 ND 0.07

R2-RY-15 ドイツ ND ND ND －

R2-RY-16 ドイツ ND 0.9 5.0 5.9

R2-RY-17 不明 ND 0.06 0.5 0.6

R2-RY-18 不明 ND ND ND －

R2-RY-19 ドイツ ND 0.1 0.6 0.7

R2-RY-20 ドイツ ND 0.4 2.3 2.7

R2-RY-21 ドイツ ND 0.05 0.5 0.6

R2-RY-22 ドイツ ND ND 0.3 0.3

R2-RY-23 アメリカ ND 1.4 6.7 8.1

R2-RY-24 ドイツ ND ND 1.0 1.0

R2-RY-25 不明 ND 0.08 0.5 0.6

R2-RY-26 北海道 ND 1.0 3.9 4.9

R2-RY-27 ドイツ主体 ND 0.06 0.3 0.4

R2-RY-28 北海道 ND 1.0 2.9 3.9

R2-RY-29 フランス ND 0.1 0.9 1.0

R2-RY-30 ドイツ主体 ND ND ND －
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2020年度 ハト麦加工品 

 

 

  

サンプルID 原産地
4,15-DAS

(μg/kg)

T-2

(μg/kg)

HT-2

(μg/kg)

合算値
(μg/kg)

R2-HT-01 島根県 ND ND ND －

R2-HT-02 栃木県 0.5 ND ND 0.5

R2-HT-03 中国 18.5 ND ND 18.5

R2-HT-04 タイ 18.7 ND ND 18.7

R2-HT-05 タイ 5.8 ND ND 5.8

R2-HT-06 島根県 ND 6.8 33.0 39.8

R2-HT-07 富山県 ND 0.3 1.3 1.6

R2-HT-08 青森県 ND 3.3 2.3 5.6

R2-HT-09 岩手県 ND 3.3 3.5 6.8

R2-HT-10 岩手県 ND 4.6 11.6 16.2

R2-HT-11 ラオス 8.8 ND ND 8.8

R2-HT-12 韓国 17.5 ND ND 17.5

R2-HT-13 国内 8.7 ND ND 8.7

R2-HT-14 中国 22.4 ND ND 22.4

R2-HT-15 岡山県 0.2 0.4 0.7 1.3

R2-HT-16 栃木県 1.2 2.2 3.3 6.7

R2-HT-17 タイ 3.1 ND ND 3.1

R2-HT-18 中国 16.4 ND ND 16.4

R2-HT-19 中国（福健省） 8.7 ND ND 8.7

R2-HT-20 中国（貴州） 1.0 ND ND 1.0

R2-HT-21 タイ 17.4 ND ND 17.4

R2-HT-22 富山県 0.8 0.8 2.4 4.0
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2020年度 玄米 

 

  

サンプルID 原産地
4,15-DAS

(μg/kg)

T-2

(μg/kg)

HT-2

(μg/kg)

合算値
(μg/kg)

R2-RC-01 北海道 ND ND ND －

R2-RC-02 秋田県 ND ND ND －

R2-RC-03 国内産 ND ND ND －

R2-RC-04 茨城県 ND ND ND －

R2-RC-05 九州産 ND ND ND －

R2-RC-06 国内産 ND ND ND －

R2-RC-07 島根県 ND ND ND －

R2-RC-08 千葉県 ND ND ND －

R2-RC-09 新潟県 ND ND ND －

R2-RC-10 福島県 ND ND ND －

R2-RC-11 福島県 ND ND ND －

R2-RC-12 千葉県 ND ND ND －

R2-RC-13 千葉県 ND ND ND －

R2-RC-14 北海道 ND ND ND －

R2-RC-15 山形県 ND ND ND －

R2-RC-16 秋田県 ND ND ND －

R2-RC-17 秋田県 ND ND ND －

R2-RC-18 国内産 ND ND ND －

R2-RC-19 富山県 ND ND ND －

R2-RC-20 国内産 ND ND ND －
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2020年度 小麦粉（輸入） 

 
  

サンプルID 原産地
4,15-DAS

(μg/kg)

T-2

(μg/kg)

HT-2

(μg/kg)

合算値
(μg/kg)

R2-FWF01 フランス ND ND ND －

R2-FWF02 不明 ND ND ND －

R2-FWF03 イタリア ND ND ND －

R2-FWF04 不明 ND ND ND －

R2-FWF05 北米他 ND ND ND －

R2-FWF06 北米他 ND ND ND －

R2-FWF07 フランス ND ND ND －

R2-FWF08 アメリカ他 ND ND ND －

R2-FWF09 北米他 ND ND ND －

R2-FWF10 フランス ND ND ND －

R2-FWF11 カナダ、アメリカ主体 ND ND ND －

R2-FWF12 北米、オーストラリア他 ND ND ND －

R2-FWF13 北米他 ND ND ND －

R2-FWF14 カナダ主体 ND 0.05 0.4 0.5

R2-FWF15 ドイツ ND 0.3 2.4 2.7

R2-FWF16 北米、オーストラリア他 ND ND ND －

R2-FWF17 北米、オーストラリア他 ND ND ND －

R2-FWF18 カナダ ND ND ND －

R2-FWF19 カナダ ND ND ND －

R2-FWF20 北米産 ND 0.7 5.0 5.7

R2-FWF21 北米産 ND 0.2 1.7 1.9
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2020年度 小麦粉（国産） 

 

  

サンプルID 原産地
4,15-DAS

(μg/kg)

T-2

(μg/kg)

HT-2

(μg/kg)

合算値
(μg/kg)

R2-JWF01 岩手県 ND ND ND －

R2-JWF02 北海道 ND ND ND －

R2-JWF03 滋賀県 ND ND ND －

R2-JWF04 国産 ND 0.4 1.2 1.6

R2-JWF05 北海道 ND 0.2 1.0 1.2

R2-JWF06 北海道 ND ND ND －

R2-JWF07 福岡県 ND ND ND －

R2-JWF08 北海道 ND ND ND －

R2-JWF09 北海道 ND 0.1 0.6 0.7

R2-JWF10 北海道 ND ND ND －

R2-JWF11 北海道 ND ND ND －

R2-JWF12 北海道 ND ND 0.4 0.4

R2-JWF13 北海道 ND 0.06 0.6 0.7

R2-JWF14 北海道 ND 1.1 16.0 17.1

R2-JWF15 北海道 ND 0.05 0.8 0.9

R2-JWF16 北海道 ND 0.2 3.2 3.4

R2-JWF17 岩手県 ND 0.5 3.8 4.3

R2-JWF18 岩手県 ND 0.05 0.2 0.3

R2-JWF19 九州産 ND ND ND －

R2-JWF20 青森県 ND 0.5 4.4 4.9

R2-JWF21 青森県 ND ND ND －

R2-JWF22 国産 ND ND ND －

R2-JWF23 青森県 ND 1.0 8.4 9.4
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2020年度 きな粉 

 

  

サンプルID 原産国
4,15-DAS

(μg/kg)

T-2

(μg/kg)

HT-2

(μg/kg)

合算値
(μg/kg)

R2-KN01 北海道 ND ND ND －

R2-KN02 中国 ND ND ND －

R2-KN03 岩手県 ND 0.6 0.9 1.5

R2-KN04 国産 ND 0.5 0.4 0.9

R2-KN05 兵庫県 0.3 13.9 30.7 44.9

R2-KN06 国内産 0.2 6.7 17.5 24.4

R2-KN07 岩手県 0.07 22.6 37.8 60.5

R2-KN08 国内産 ND 0.3 0.7 1.0

R2-KN09 北海道 ND ND ND －

R2-KN10 北海道 ND ND ND －
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2020年度 ごま 

 

  

サンプルID 原産国
4,15-DAS

(μg/kg)

T-2

(μg/kg)

HT-2

(μg/kg)

合算値
(μg/kg)

R2-GM01 パラグアイ ND ND ND －

R2-GM02 トルコ、エジプト ND ND ND －

R2-GM03 パラグアイ ND ND ND －

R2-GM04 不明 ND ND ND －

R2-GM05 不明 ND ND ND －

R2-GM06 不明 ND ND ND －

R2-GM07 不明 ND ND ND －

R2-GM08 不明 ND ND ND －

R2-GM09 不明 ND ND ND －

R2-GM10 不明 ND ND ND －
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2020年度 ビール 

 

 

 

サンプルID
4,15-DAS

(μg/kg)

T-2

(μg/kg)

HT-2

(μg/kg)

合算値
(μg/kg)

R2-BR01 ND ND ND －

R2-BR02 ND ND ND －

R2-BR03 ND ND ND －

R2-BR04 ND ND ND －

R2-BR05 ND 0.08 0.7 0.8

R2-BR06 ND ND ND －

R2-BR07 ND ND 0.5 0.5

R2-BR08 ND ND 0.5 0.5

R2-BR09 ND ND 0.6 0.6

R2-BR10 ND ND 0.4 0.4

R2-BR11 ND ND ND －

R2-BR12 ND ND 0.3 0.3

R2-BR13 ND ND 0.3 0.3

R2-BR14 ND ND ND －

R2-BR15 ND 0.1 0.3 0.4

R2-BR16 ND ND ND －

R2-BR17 ND 0.2 1.4 1.6

R2-BR18 ND ND ND －

R2-BR19 ND ND ND －

R2-BR20 ND ND 0.4 0.4

R2-BR21 ND ND ND －

R2-BR22 ND ND ND －

R2-BR23 ND ND ND －

R2-BR24 ND ND ND －

R2-BR25 ND ND ND －

R2-BR26 ND ND ND －

R2-BR27 ND ND 0.6 0.6

R2-BR28 ND 0.2 1.1 1.3

R2-BR29 ND 0.2 0.4 0.6

R2-BR30 ND ND ND －
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別添-2 各試料における BEAと ENs の汚染濃度 

 

2020年度 玄米 

 

  

サンプルID 原産地
BEA

(μg/kg)

ENA

(μg/kg)

ENA1

(μg/kg)

ENB

(μg/kg)

ENB1

(μg/kg)

R2-RC01 北海道 ND ND ND 1.2 ND

R2-RC02 秋田県 ND ND ND ND ND

R2-RC03 国内産 ND ND ND ND ND

R2-RC04 茨城県 ND ND ND ND ND

R2-RC05 九州産 ND ND ND ND ND

R2-RC06 国内産 ND ND ND ND ND

R2-RC07 島根県 ND ND ND ND ND

R2-RC08 千葉県 ND ND ND ND ND

R2-RC09 新潟県 1.2 ND ND ND ND

R2-RC10 福島県 ND ND ND 1.8 ND

R2-RC11 福島県 ND ND ND ND ND

R2-RC12 千葉県 ND ND ND ND ND

R2-RC13 千葉県 ND ND ND 1.1 ND

R2-RC14 北海道 ND ND ND ND ND

R2-RC15 山形県 ND ND ND ND ND

R2-RC16 秋田県 ND ND ND ND ND

R2-RC17 秋田県 ND ND ND ND ND

R2-RC18 国内産 ND ND ND ND ND

R2-RC19 富山県 ND ND ND ND ND

R2-RC20 国内産 ND ND ND ND ND
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2020年度 小麦粉（国産） 

 

  

サンプルID 原産地
BEA

(μg/kg)

ENA

(μg/kg)

ENA1

(μg/kg)

ENB

(μg/kg)

ENB1

(μg/kg)

R2-JWF01 岩手県 ND ND ND ND ND

R2-JWF02 北海道 ND ND 6.8 168.4 47.3

R2-JWF03 滋賀県 ND ND ND ND ND

R2-JWF04 国産 ND ND 1.4 30.6 8.2

R2-JWF05 北海道 1.2 ND 3.4 115.7 29.9

R2-JWF06 北海道 0.8 ND 1.8 54.0 14.4

R2-JWF07 福岡県 ND ND ND ND ND

R2-JWF08 北海道 ND ND 3.7 89.6 26.7

R2-JWF09 北海道 0.7 ND 11.1 289.3 84.3

R2-JWF10 北海道 ND ND 2.2 72.9 18.2

R2-JWF11 北海道 0.4 ND ND 6.0 2.2

R2-JWF12 北海道 ND ND 3.6 83.7 26.1

R2-JWF13 北海道 ND ND 2.2 74.7 18.9

R2-JWF14 北海道 1.5 ND 12.3 395.6 102.2

R2-JWF15 北海道 1.1 ND 2.6 80.5 21.3

R2-JWF16 北海道 1.3 ND 7.6 201.9 60.1

R2-JWF17 岩手県 ND ND 1.2 2.6 1.7

R2-JWF18 岩手県 ND ND ND ND ND

R2-JWF19 九州産 ND ND ND 3.9 2.3

R2-JWF20 青森県 1.2 3.9 5.1 59.4 20.0

R2-JWF21 青森県 ND ND ND 14.5 4.5

R2-JWF22 国産 ND ND ND 31.0 8.3

R2-JWF23 青森県 2.5 14.2 8.3 50.5 17.3
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2020年度 小麦粉（輸入） 

 

  

サンプルID 原産地
BEA

(μg/kg)

ENA

(μg/kg)

ENA1

(μg/kg)

ENB

(μg/kg)

ENB1

(μg/kg)

R2-FWF01 フランス ND ND ND 6.2 2.9

R2-FWF02 不明 ND ND ND ND ND

R2-FWF03 イタリア ND ND ND 6.7 2.8

R2-FWF04 不明 ND ND 1.0 6.7 3.1

R2-FWF05 北米他 ND ND ND 4.1 1.2

R2-FWF06 北米他 ND ND ND 3.8 0.9

R2-FWF07 フランス ND ND 0.5 4.5 2.2

R2-FWF08 アメリカ他 ND ND ND ND ND

R2-FWF09 北米他 ND ND ND 6.1 1.9

R2-FWF10 フランス ND ND 1.6 17.8 6.1

R2-FWF11 カナダ、アメリカ主体 ND ND ND 11.2 2.8

R2-FWF12 北米、オーストラリア他 ND ND ND 8.2 2.4

R2-FWF13 北米他 ND ND ND 9.8 2.3

R2-FWF14 カナダ主体 ND ND ND 13.4 3.6

R2-FWF15 ドイツ ND ND 3.0 10.5 7.9

R2-FWF16 北米、オーストラリア他 ND ND ND 3.8 1.5

R2-FWF17 北米、オーストラリア他 ND ND ND 5.5 1.4

R2-FWF18 カナダ ND ND ND 22.2 6.4

R2-FWF19 カナダ ND ND ND ND ND

R2-FWF20 北米産 1.3 ND ND 2.1 1.2

R2-FWF21 北米産 ND ND ND 4.5 1.6
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2020年度 ハト麦加工品 

 

 

 

  

サンプルID 原産地
BEA

(μg/kg)

ENA

(μg/kg)

ENA1

(μg/kg)

ENB

(μg/kg)

ENB1

(μg/kg)

R2-HT01 島根県 3.0 ND ND ND ND

R2-HT02 栃木県 ND ND ND ND ND

R2-HT03 中国 ND ND ND ND ND

R2-HT04 タイ 1.2 ND ND ND ND

R2-HT05 タイ 1.7 ND ND ND ND

R2-HT06 島根県 2.2 ND ND ND ND

R2-HT07 富山県 1.7 ND ND ND ND

R2-HT08 青森県 1.7 ND ND ND ND

R2-HT09 岩手県 1.7 ND ND ND ND

R2-HT10 岩手県 1.7 ND ND ND ND

R2-HT11 ラオス 2.3 ND ND ND ND

R2-HT12 韓国 2.8 ND ND ND ND

R2-HT13 国内 ND ND ND ND ND

R2-HT14 中国 1.6 ND ND ND ND

R2-HT15 岡山県 4.1 ND ND ND ND

R2-HT16 栃木県 14.0 ND ND ND ND

R2-HT17 タイ ND ND ND ND ND

R2-HT18 中国 ND ND ND ND ND

R2-HT19 中国（福健省） 12.4 ND ND ND ND

R2-HT20 中国（貴州） ND ND ND ND ND

R2-HT21 タイ ND ND ND ND ND

R2-HT22 富山県 7.6 ND ND ND ND
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2020年度 ライ麦粉 

 

  

サンプルID 原産地
BEA

(μg/kg)

ENA

(μg/kg)

ENA1

(μg/kg)

ENB

(μg/kg)

ENB1

(μg/kg)

R2-RY01 ドイツ、カナダ主体 ND ND ND ND ND

R2-RY02 ドイツ、カナダ主体 ND ND ND 4.5 1.2

R2-RY03 フランス ND ND 5.4 136.3 42.2

R2-RY04 ドイツ、カナダ主体 ND ND ND 15.8 3.8

R2-RY05 北海道 4.3 25.1 59.1 1822 453.6

R2-RY06 不明 ND ND ND 2.1 1.1

R2-RY07 不明 ND ND ND 2.5 0.8

R2-RY08 ND ND ND 8.0 3.0

R2-RY09 不明 ND ND ND 1.8 0.7

R2-RY10 不明 ND ND ND ND ND

R2-RY11 不明 ND ND ND 3.1 1.3

R2-RY12 ドイツ ND ND ND 13.9 4.0

R2-RY13 ドイツ ND ND ND ND ND

R2-RY14 国内製造 ND ND ND ND ND

R2-RY15 ドイツ ND ND ND ND ND

R2-RY16 ドイツ ND ND 5.8 74.2 25.3

R2-RY17 不明 ND ND ND 13.9 4.2

R2-RY18 不明 ND ND ND ND ND

R2-RY19 ドイツ ND ND ND 11.2 4.3

R2-RY20 ドイツ ND ND 6.3 82.3 30.1

R2-RY21 ドイツ ND ND ND 6.5 2.5

R2-RY22 ドイツ ND ND ND 2.8 1.7

R2-RY23 アメリカ ND ND 5.8 32.1 18.0

R2-RY24 ドイツ ND ND 2.4 36.8 11.7

R2-RY25 不明 ND ND 1.0 11.8 3.9

R2-RY26 北海道 5.2 98.9 1416 48538 11903

R2-RY27 ドイツ主体 ND ND ND 6 2

R2-RY28 北海道 50.2 115.3 1468 48783 12589

R2-RY29 フランス ND ND 4.2 20.4 12.7

R2-RY30 ドイツ主体 ND ND ND 2.9 0.8
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2020年度 レギュラーコーヒー 

 

  

サンプルID 原産国
BEA

(μg/kg)

ENA

(μg/kg)

ENA1

(μg/kg)

ENB

(μg/kg)

ENB1

(μg/kg)

R2-RCF01 コロンビア、ブラジル 0.8 ND ND ND ND

R2-RCF02 グアテマラ、コロンビア 6.6 ND ND ND ND

R2-RCF03 グアテマラ、ブラジル ND ND ND ND ND

R2-RCF04 エチオピア ND ND ND ND ND

R2-RCF05 コロンビア、ブラジル、ハワイコナ ND ND ND ND ND

R2-RCF06 ブラジル、コロンビア、他 1.0 ND ND ND ND

R2-RCF07 エチオピア、ブラジル、他 ND ND ND ND ND

R2-RCF08 タンザニア、コロンビア、他 ND ND ND ND ND

R2-RCF09 コロンビア、ブラジル、他 0.7 ND ND ND ND

R2-RCF10 ND ND ND ND ND
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2020年度 ドライフルーツ 

 

  

サンプルID 原産地
BEA

(μg/kg)

ENA

(μg/kg)

ENA1

(μg/kg)

ENB

(μg/kg)

ENB1

(μg/kg)

R2-DF01 アメリカ ND ND ND ND ND

R2-DF02 アメリカ ND ND ND ND ND

R2-DF03 トルコ ND ND ND ND ND

R2-DF04 中国 ND ND ND ND ND

R2-DF05 アメリカ ND ND ND ND ND

R2-DF06 アメリカ ND ND ND ND ND

R2-DF07 オーストラリア ND ND ND ND ND

R2-DF08 アメリカ ND ND ND ND ND

R2-DF09 アメリカ ND ND ND ND ND

R2-DF10 ND ND ND ND ND

R2-DF11 アメリカ ND ND ND ND ND
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2020年度 きな粉 

 

  

サンプルID 原産国
BEA

(μg/kg)

ENA

(μg/kg)

ENA1

(μg/kg)

ENB

(μg/kg)

ENB1

(μg/kg)

R2-KN01 北海道 ND ND ND 17.8 3.9

R2-KN02 中国 ND ND 0.8 7.5 2.9

R2-KN03 岩手県 1.5 ND ND 2.7 1.1

R2-KN04 国産 1.3 ND ND 2.9 0.9

R2-KN05 兵庫県 93.8 ND 0.8 5.8 2.5

R2-KN06 国内産 101.5 3.3 5.1 23.9 13.9

R2-KN07 岩手県 9.0 ND 0.4 3.7 1.2

R2-KN08 国内産 10.2 ND ND 4.9 1.4

R2-KN09 北海道 ND ND ND 1.6 0.5

R2-KN10 北海道 ND ND ND ND ND
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2020年度 ゴマ 

 

  

サンプルID 原産国
BEA

(μg/kg)

ENA

(μg/kg)

ENA1

(μg/kg)

ENB

(μg/kg)

ENB1

(μg/kg)

R2-GM01 パラグアイ 10.4 ND ND ND ND

R2-GM02 トルコ、エジプト ND ND ND ND ND

R2-GM03 パラグアイ 3.8 ND ND ND ND

R2-GM04 不明 6.4 ND ND ND ND

R2-GM05 不明 8.3 ND ND ND ND

R2-GM06 不明 1.4 ND ND ND ND

R2-GM07 不明 1.9 ND ND ND ND

R2-GM08 不明 ND ND ND ND ND

R2-GM09 不明 1.0 ND ND ND ND

R2-GM10 不明 4.3 ND ND ND ND
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別添-3 各試料における STC の汚染濃度 

 

2020年度 玄米 

 

  

サンプルID 原産地
STC

 (μg/kg)

R2-RC01 北海道 ND

R2-RC02 秋田県 0.14

R2-RC03 国内産 0.04

R2-RC04 茨城県 0.94

R2-RC05 九州産 0.11

R2-RC06 国内産 0.04

R2-RC07 島根県 0.10

R2-RC08 千葉県 0.30

R2-RC09 新潟県 1.07

R2-RC10 福島県 0.14

R2-RC11 福島県 0.16

R2-RC12 千葉県 0.12

R2-RC13 千葉県 0.13

R2-RC14 北海道 ND

R2-RC15 山形県 0.11

R2-RC16 秋田県 0.04

R2-RC17 秋田県 0.05

R2-RC18 国内産 0.09

R2-RC19 富山県 0.26

R2-RC20 国内産 0.65
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2020年度 小麦粉（国産） 

 

  

サンプルID 原産地
STC

 (μg/kg)

R2-JWF01 岩手県 ND

R2-JWF02 北海道 ND

R2-JWF03 滋賀県 ND

R2-JWF04 国産 ND

R2-JWF05 北海道 ND

R2-JWF06 北海道 ND

R2-JWF07 福岡県 ND

R2-JWF08 北海道 ND

R2-JWF09 北海道 ND

R2-JWF10 北海道 ND

R2-JWF11 北海道 ND

R2-JWF12 北海道 ND

R2-JWF13 北海道 ND

R2-JWF14 北海道 0.07

R2-JWF15 北海道 0.02

R2-JWF16 北海道 0.08

R2-JWF17 岩手県 0.09

R2-JWF18 岩手県 ND

R2-JWF19 九州産 ND

R2-JWF20 青森県 0.34

R2-JWF21 青森県 ND

R2-JWF22 国産 0.24

R2-JWF23 青森県 ND
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2020年度 小麦粉（輸入） 

 
  

サンプルID 原産地
STC

 (μg/kg)

R2-FWF01 フランス 0.03

R2-FWF02 不明 0.07

R2-FWF03 イタリア ND

R2-FWF04 不明 ND

R2-FWF05 北米他 ND

R2-FWF06 北米他 ND

R2-FWF07 フランス ND

R2-FWF08 アメリカ他 ND

R2-FWF09 北米他 0.03

R2-FWF10 フランス 0.03

R2-FWF11 カナダ、アメリカ主体 ND

R2-FWF12 北米、オーストラリア他 ND

R2-FWF13 北米他 ND

R2-FWF14 カナダ主体 ND

R2-FWF15 ドイツ ND

R2-FWF16 北米、オーストラリア他 ND

R2-FWF17 北米、オーストラリア他 ND

R2-FWF18 カナダ ND

R2-FWF19 カナダ ND

R2-FWF20 北米産 ND

R2-FWF21 北米産 ND
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2020年度 そば（乾麺） 

 

 

 

サンプルID
STC

 (μg/kg)

R2-SB01 0.39

R2-SB02 0.31

R2-SB03 0.53

R2-SB04 0.09

R2-SB05 0.08

R2-SB06 0.07

R2-SB07 0.09

R2-SB08 0.09

R2-SB09 0.02

R2-SB10 0.08

R2-SB11 ND

R2-SB12 0.20

R2-SB13 ND

R2-SB14 0.57

R2-SB15 0.15

R2-SB16 ND

R2-SB17 0.13

R2-SB18 0.21

R2-SB19 0.31

R2-SB20 ND

R2-SB21 0.30

R2-SB22 ND

R2-SB23 0.02

R2-SB24 0.05

R2-SB25 0.05

R2-SB26 ND

R2-SB27 ND

R2-SB28 0.34

R2-SB29 0.13

R2-SB30 0.06
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2020年度 ビスケット 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンプルID
STC

 (μg/kg)

R2-BS01 ND

R2-BS02 ND

R2-BS03 ND

R2-BS04 0.04

R2-BS05 ND

R2-BS06 ND

R2-BS07 ND

R2-BS08 ND

R2-BS09 ND

R2-BS10 ND

R2-BS11 ND

R2-BS12 ND

R2-BS13 ND

R2-BS14 ND

R2-BS15 ND

R2-BS16 ND

R2-BS17 ND

R2-BS18 0.13

R2-BS19 ND

R2-BS20 ND
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2020年度 スパゲッティ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンプルID 原産国
STC

(μg/kg)

R2-SP01 イタリア ND

R2-SP02 イタリア ND

R2-SP03 ND

R2-SP04 イタリア ND

R2-SP05 イタリア ND

R2-SP06 ギリシャ ND

R2-SP07 ギリシャ 0.02

R2-SP08 ギリシャ ND

R2-SP09 イタリア 0.10

R2-SP10 イタリア 0.05

R2-SP11 イタリア ND

R2-SP12 イタリア ND

R2-SP13 イタリア ND

R2-SP14 北海道 ND

R2-SP15 ND

R2-SP16 ND

R2-SP17 ND

R2-SP18 イタリア ND

R2-SP19 イタリア ND

R2-SP20 ND
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2020年度 うどん（乾麺） 

 

 

サンプルID
STC

 (μg/kg)

R2-UD01 ND

R2-UD02 ND

R2-UD03 0.05

R2-UD04 ND

R2-UD05 ND

R2-UD06 ND

R2-UD07 ND

R2-UD08 0.16

R2-UD09 ND

R2-UD10 ND

R2-UD11 ND

R2-UD12 ND

R2-UD13 0.04

R2-UD14 ND

R2-UD15 ND

R2-UD16 ND

R2-UD17 ND

R2-UD18 ND

R2-UD19 ND

R2-UD20 0.05
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2020年度 パン粉 

 

サンプルID
STC

(µg/kg)

R2-PF01 ND

R2-PF02 ND

R2-PF03 0.03

R2-PF04 0.02

R2-PF05 0.04

R2-PF06 0.03

R2-PF07 ND

R2-PF08 0.03

R2-PF09 ND

R2-PF10 ND
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厚生労働科学研究費補助金 

（食品の安全確保推進研究事業） 

 

分担研究報告書 

 

分担研究課題：毒性試験（エンニアチン Bのマウス反復投与毒性試験） 

 

分担研究者 渋谷 淳（東京農工大学大学院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究要旨 

日本国内流通食品に検出される新興カビ毒の安全性確保に関する研究の一端として、エンニ

アチン類についての毒性情報を得る為、エンニアチン B のマウスを用いた 28 日間反復経口投

与毒性試験を実施した。最高用量を 30 mg/kg、公比 2、溶媒対照群を含む 4 用量群を設定し、

一般状態観察、体重、摂餌量測定、投与期間終了後の血液・血液化学検査、剖検、病理組織学

検査を実施したところ、エンニアチン B 投与群で摂餌量の変化や RBC 値の低値、BUN 値の高

値、腎臓絶対重量の高値が認められた。しかしながら、病理組織学的検査においてエンニアチ

ン B の影響と考えられる変化は認められず、無毒性量は 30 mg/kg となった。今後はマウスに

おけるエンニアチン B の薬物動態試験を実施する予定である。 
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A. 研究目的 

カビ毒はカビが感染した農作物中に生産さ

れ、カビ毒に汚染された食品により、急性的

な中毒症状や慢性的な摂取によるがんの発症

などが引き起こされている。これまで厚生労

働科学研究において、2001 年より様々なカビ

毒について日本に流通する食品における汚染

実態や毒性に関する研究を行い、カビ毒に汚

染された食品の摂取の低減を目的とした施策

策定の科学的根拠となるデータを取得し、食

の安全性確保に貢献してきた。 

エンニアチン類は新興カビ毒として近年関

心が高まっており、欧州を中心に 2000~2013

年に 1 万試料を超える大規模な汚染実態調査

が行われた。日本に流通する小麦粉を対象と

した予備調査（Food Addit Contam Part A, 33, 

1620–26, 2016）においては高濃度かつ高頻度

でエンニアチン類が検出されており、毒性や

小麦以外の食品における汚染実態の情報の取

得の必要性が高まっている。 

EFSA が公表した、マウスを用いたエンニ

アチン B の 42 日間の反復投与試験

（Maranghi et al., EFSA, 2018）では、公比 10

を設定し 0.18, 1.8, 18 mg/kg/日の用量で強制経

口投与試験を実施し、無毒性量が求められて

いる。しかし、公比が大きくかつ用量依存性

の乏しいデータが多く、より正確な無毒性量

を求めるためにはガイドラインに沿った一般

毒性試験の実施が必要であると考えられた。 

昨年度には再現性の確保に重点をおいてエ

ンニアチン類混合物（B、B1、A1）の 28 日

間反復経口投与試験を実施したが、投与に起

因する変化として、高用量群（20 mg/kg）の

雌雄の摂餌量に若干の低値がみられるのみで

あった。42 日間反復投与試験と投与期間の違

いはあるものの被験物質の違いが結果に影響

した可能性が示唆され、エンニアチン類の確

かな毒性情報を得るには再試験が必要である

と考えられた。そこで、本年度にはマウスを

用いたエンニアチン B 単体の 28 日間反復経

口投与毒性試験を実施し、エンニアチン類の

無毒性量等、リスク評価に必要な毒性情報を

取得することを目的とした。 

 

B. 研究方法 

（１）動物実験 

5 週齢の雌雄マウス（ICR〔Crl:CD1 (ICR)〕）

を日本チャールス・リバー株式会社、厚木飼育

センターより購入し、1 週間の馴化後実験に用

いた。バリア動物室のプラスチックケージに

て、12 時間の明暗サイクル、室温 23±3ºC、湿

度 50±20%の制御環境下で個別に飼育した。実

験期間中は固形飼料 CRF-1（γ線滅菌：オリエ

ンタル酵母工業株式会社）と水道水を自由摂取

させた。 

 エンニアチン B を dimethyl sulfoxide 添加コ

ーン油で調製した被験液を 0、7.5、15、30 

mg/kg 体重の投与量でそれぞれ 6 週齢 ICR

〔Crl:CD1 (ICR)〕マウス（雌雄各 10 匹/群）

に 28 日間反復経口投与した。群構成表を

Table 1 に示す。投与期間中は一般状態の観察

及び体重、摂餌量の測定を実施した。投与期

間終了後、剖検時に血液を採取し、血液学検

査と血液生化学検査を実施した。剖検では外

表及び全ての器官、組織を詳細に観察した。

所定の臓器を採取し重量測定後、固定し、パ

ラフィン包埋した。各臓器のヘマトキシリ

ン・エオジン（H・E）染色標本を作製し、鏡

検した。 

 

（２）一般状態の観察 

投与期間中は投与前、投与直後及び 1~3 時

間後の間に、剖検日は動物搬出前に 1 回実施

した。全動物について、体外表、栄養状態、

姿勢、行動及び排泄物の異常などの一般状態

を観察した。 
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（３）体重測定 

投与期間中は投与 1、4 及び 7 日、以降は 7

日ごとに毎週 1 回、剖検日は動物搬出前に実

施した。全動物について 07:00~12:30 の間に

測定した。剖検日には相対器官重量算出のた

め、体重（非絶食）を測定した。 

 

（４）摂餌量測定 

投与 1、4 及び 7 日、以降は 7 日ごとに毎週

1 回実施した。全動物について 07:00~12:30 の

間に給餌量/残餌量を測定した。投与開始日の

測定は前日からの 1 日量、投与 4 及び 7 日は

3 日間の累積摂取量、その後は 7 日ごとに 7

日間の累積摂取量に基づいて、1 匹当たりの 1

日摂餌量を算出した。 

 

（５）血液学検査 

計画剖検時に、全動物（非絶食）をイソフ

ルラン麻酔下で開腹し、ヘパリンナトリウム

で処理したシリンジを用いて後大静脈から全

採血し、一部（約 0.3 mL）を EDTA-2K 加採

血瓶（BD マイクロティナ MAP：日本ベクト

ン・ディッキンソン株式会社）に採取した。

得られた血液について Table 2 に記載した項目

及び方法で検査した。 

 

（６）血液生化学検査 

血液学検査用試料の採取後に残った血液（約

0.4 mL）をヘパリン加試験管（キャピジェクト

II ヘパリンリチウム：テルモ株式会社）に移

し、遠心分離（3,100 rpm、1,690 ×g、12 分

間）し、得られた血漿について Table 3 に記載

の項目及び方法により検査した。 

 

（７）剖検、器官重量測定 

全ての動物を採血後腹大動脈切断により放血

致死させ、外表及び全ての器官/組織を詳細に

観察した。Table 4 に示す器官の重量（絶対重

量）を測定するとともに、剖検時の体重から体

重 100 g 当たりの相対重量を算出した。両側性

の器官については左右別々に測定し、その合計

値で評価した。 

 

（８）病理組織学検査 

全ての動物について、Table 4 に示した対象

器官/組織をリン酸緩衝 10%ホルマリン液で固

定した。ただし、眼球及び視神経はリン酸緩衝

3%グルタルアルデヒド・2.5%ホルマリン液で

固定、精巣及び精巣上体はブアン液で固定後、

リン酸緩衝 10%ホルマリン液で保存した。全て

の動物の検査対象器官/組織についてパラフィ

ン包埋し、H･E 染色標本を作製した。作製した

全ての H・E 染色標本について鏡検を実施し

た。 

 

（９）統計解析 

 計量データ（体重/体重増加量、摂餌量、血

液学検査、血液化学検査及び器官重量）につい

て SAS Release 9.1.3（SAS Institute Inc.）を用い

て溶媒対照群と各被験物質投与群との間で検定

を行った。Bartlett 検定で等分散性を確認した

後、Dunnett の検定あるいは Steel の検定を行っ

た。 

 

（１０）倫理面への配慮 

動物実験は「動物の愛護及び管理に関する

法律」（昭和 48 年 10 月 1 日法律第 105 号）、

「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽

減に関する基準」（平成 18 年 4 月 28 日環境

省告示第 88 号）、「動物実験の適正な実施に

向けたガイドライン」（日本学術会議、平成

18 年 6 月 1 日）に従い動物福祉に考慮し実施

された。また、社内動物実験委員会の承認後、

各標準操作手順書に則って適切に実施され

た。 

 



55 
 

C. 研究結果 

（１）一般状態の観察 

いずれの群においても変化は認められなかっ

た。 

 

（２）体重の変化 

いずれの群においても投与期間中の体重に

有意な変化は認められなかった（Table 5）。 

 

（３）摂餌量の変化 

雄では投与 1 日の高用量群、投与 14 日の

低・高用量群、投与 21 日の中・高用量群、投

与 28 日の高用量群に対照群と比較し高値がみ

られた。雌では投与 14 日の低用量群、投与

21 日の低用量群、投与 28 日の低・高用量群

に対照群と比較し低値がみられた（Table 

5）。 

 

（４）血液学検査結果 

雄では高用量群に RBC 値の低値が認められ

た。雌ではいずれの検査項目においても有意

な変化は認められなかった（Table 6）。 

 

（５）血液生化学検査 

雄では高用量群に BUN 値の高値が認めら

れた。雌ではいずれの検査項目においても有

意な変化は認められなかった（Table 7）。 

 

（６）剖検（肉眼所見） 

 計画剖検では低用量群の雄 1 例（動物番号：

2002）に精巣の白色巣、低用量群の雌 1 例（動

物番号：2103）に肝臓の白色巣、中用量群の雄

1 例（動物番号：3003）に膝関節の隆起巣、高

用量群の雄 1 例（動物番号：4004）に精巣の小

型化がみられた（Table 8）。 

 

（７）器官重量測定結果 

高用量群の雄の腎臓絶対重量が対照群と比較

し高値を示した。その他の臓器の絶対重量や相

対重量に有意な変化は認められなかった

（Table 9）。 

 

（８）病理組織学検査結果 

 計画剖検例のいずれの群にも諸臓器に偶発性

の変化がみられたが、被験物質の投与に起因す

ると考えられる変化はみられなかった（Table 

10）。計画剖検時に低用量群の雄 1 例にみられ

た精巣の白色巣は精液瘤、低用量群の雌 1 例に

みられた肝臓の白色巣は壊死、中用量群の雄 1

例にみられた膝関節の隆起巣は仮骨形成、高用

量群の雄 1 例にみられた精巣の小型化は精細管

の変性/萎縮であった。 

 

D. 考察 

エンニアチン B の 42 日間反復投与毒性試験

（Maranghi et al., EFSA, 2018）において、18 

mg/kg 群で有意な体重増加抑制が観察されてい

る。また、昨年度に実施したエンニアチン類混

合物（エンニアチン B：エンニアチン B1：エ

ンニアチン A1＝4：4：1）を用いた 28 日間反

復経口投与毒性試験では、投与に起因した変化

として高用量群（20 mg/kg）の雌雄の摂餌量に

若干の低値がみられた。本試験では、上記 2 試

験との投与期間や被験物質の違いを考慮して投

与量が設定された。本試験では被験物質の影響

と考えられる変化として、摂餌量の変化や

RBC 値の低値、BUN 値の高値、腎臓絶対重量

の高値が認められた。しかしながら、剖検時に

血液学及び血液生化学検査結果と符号する肉眼

所見は得られず、また病理組織学的検査におい

ても被験物質の影響を示唆する明らかな変化は

認められなかった。以上より、エンニアチン B

のマウスを用いた 28 日間反復投与を最高用量

30 mg/kg の用量で実施した結果、最小毒性量は

求めることが出来ず、無毒性量は 30 mg/kg と

いう結果となった。エンニアチン B はブロイラ
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ーでの経口投与後の吸収性が低いことが文献的

に示唆されており、マウス 28 日間毒性試験で

の明らかな毒性が検出されない理由と考えられ

た。エンニアチンは肝臓のシトクローム P450

を介して代謝される。そこで 2021 年度は、マ

ウスにおけるエンニアチン B の薬物動態試験を

実施する予定である。 

 

E. 健康危機情報 

特になし 

 

F. 研究発表 

1. 論文発表 

Okano, H., Okamura, T., Takahashi, Y., Takashima, 

K., Ojiro, R., Tang, Q., Jin, M., Kikuchi, S., Ogawa, 

B., Yoshida, T., Yoshinari, T., Shibutani, M.: A 28-

day repeated oral dose toxicity study of enniatin 

complex in mice. J. Toxicol. Sci. (in press). 

 

2. 学会発表 

該当なし 

 

G. 知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 

該当なし 

 

2. 実用新案登録 

該当なし 

 

3. その他 

該当なし 
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Table 1. 群構成表 

 

試験群 
投与量 

(mg/kg) 

濃 度 

(mg/mL) 

投与容量 

(mL/kg) 
性 動物数 動物番号 

溶媒 

対照群 
0 0 5 

雄 

雌 

10 

10 

1001~1010 

1101~1110 

低用量群 7.5 1.5 5 
雄 

雌 

10 

10 

2001~2010 

2101~2110 

中用量群 15 3 5 
雄 

雌 

10 

10 

3001~3010 

3101~3110 

高用量群 30 6 5 
雄 

雌 

10 

10 

4001~4010 

4101~4110 
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Table 2. 血液学検査の項目、測定法及び使用機器など 

 

検査項目 測定方法 単位 

赤血球数（RBC） フローサイトメトリー法 a) 104(E4)/μL 

ヘモグロビン濃度（HGB） シアンメトヘモグロビン変法 a) g/dL 

ヘマトクリット値（HCT） RBC 及び MCV から算出 a) % 

平均赤血球容積（MCV） フローサイトメトリー法 a) fL 

平均赤血球ヘモグロビン量

（MCH） 

RBC 及び HGB から算出 a) pg 

平均赤血球ヘモグロビン濃度

（MCHC） 

HGB 及び HCT から算出 a) g/dL 

赤血球容積分布幅（RDW） 赤血球容積ヒストグラムの標準偏差と MCV から算出 a) % 

網赤血球数（Retic） フローサイトメトリー法 a)  109(E9)/L 

血小板数（PLT） フローサイトメトリー法 a) 104(E4)/μL 

白血球数（WBC） フローサイトメトリー法 a) 102(E2)/μL 

白血球分類注 フローサイトメトリー法 a) 102(E2)/μL 

使用測定機器 

a)：総合血液学検査装置 アドヴィア 120 又は 2120i（Siemens Healthcare Diagnostics Inc.） 

注：リンパ球（LYMP）、好中球（NEUT）、好酸球（EOS）、好塩基球（BASO）、単球

（MONO）及び大型非染色球（LUC） 
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Table 3. 血液生化学検査の項目、測定法及び使用機器など 

 

検査項目 測定方法 単位 

アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST） UV-rate 法 a) IU/L 

アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT） UV-rate 法 a) IU/L 

乳酸デヒドロゲナーゼ（LDH） UV-rate 法 a) IU/L 

アルカリホスファターゼ（ALP） Bessey-Lowry 法 a) IU/L 

トリグリセライド（TG） LPL-GK-GPO-POD 法 a) mg/dL 

グルコース（GLU） グルコースデヒドロゲナーゼ法 a) mg/dL 

尿素窒素（BUN） Urease-LEDH 法 a) mg/dL 

クレアチニン（CRNN） Creatininase-creatinase-sarcosine oxidase-

POD 法 a) 

mg/dL 

総タンパク質（TP） Biuret 法 a) g/dL 

アルブミン（ALB） BCG 法 a) g/dL 

A/G 比（A/G） 総タンパク質及びアルブミンから算出  

使用測定機器 

a)：臨床化学自動分析装置 TBA-120FR 形（キャノンメディカルシステムズ株式会社） 
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Table 4. 病理学検査対象器官/組織 

組  織 H･E 標本作製 重量測定 

大脳 √ 
√（脳として） 

小脳 √ 

脊髄（胸部） √  

坐骨神経   √*  

眼球 √  

視神経 √  

ハーダー腺 √  

下垂体 √  

甲状腺 √  

上皮小体    √*#  

副腎 √  

胸腺 √ √ 

脾臓 √ √ 

顎下リンパ節   √*  

腸間膜リンパ節 √  

心臓 √ √ 

胸大動脈 √  

気管 √  

肺（気管支を含む） √ √ 

舌 √  

食道 √  

胃 √  

十二指腸 √  

空腸 √  

回腸（パイエル板を含む） √  

盲腸 √  

結腸 √  

直腸 √  

顎下腺 √  

舌下腺 √  

肝臓 √ 
√（肝臓として） 

胆嚢 √ 

膵臓 √  

腎臓 √ √ 

膀胱 √  

精巣/卵巣 √/√ √/√ 

精巣上体/子宮 √/√ √/√ 

前立腺/腟 √/√  

精嚢（凝固腺を含む） √  

乳腺（鼠径部、雌のみ）   √*  

胸骨（骨髄を含む） √  

大腿骨（膝関節及び骨髄を含む）   √*  

大腿部骨格筋   √*  

皮膚（鼠径部）   √*  
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組  織 H･E 標本作製 重量測定 

肉眼的異常部位 √  

喉頭 （保存のみ） 

鼻腔 （保存のみ） 

個体識別部（耳標を装着した耳介） （保存のみ） 

 

各項目該当ある場合は√で示す。 
*：両側を摘出し、片側を標本作製する（他の両側性器官は両側を鏡検）。 
#：上皮小体は微小な器官であるため両側の標本作製を試みる。各群 80%以上の動物で片側（左を優先）の鏡検 

が可能と判断される場合、標本の再作製は行わない。 
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Table 5. 体重・摂餌量の変化 

 

  Dose of enniatin B (mg/kg/day) 

  0 (Control) 7.5 15 30 

Males             

No. of animals examined 10 10 10 10 

 Body weight (g) Day 1 28.8 ± 1.5 a 29.0 ± 1.3 28.8 ± 1.1 29.0 ± 1.0 

  Day 4 29.5 ± 1.6 30.1 ± 1.7 29.1 ± 1.2 29.7 ± 1.0 

  Day 7 30.2 ± 1.5 31.4 ± 1.9 30.0 ± 1.1 30.4 ± 1.2 

  Day 14 31.0 ± 1.5 32.4 ± 2.4 31.3 ± 1.4 31.6 ± 1.1 

  Day 21 31.7 ± 2.0 33.0 ± 2.3 32.5 ± 1.6 32.8 ± 1.5 

  Day 28 32.4 ± 2.1 34.0 ± 2.5 33.2 ± 1.5 33.6 ± 1.8 

 Food consumption (g/animal/day) Day 1 4.5 ± 0.6 4.7 ± 0.5 4.9 ± 0.5 5.1 ± 0.4* 

  Day 4 4.4 ± 0.4 4.6 ± 0.5 4.3 ± 0.4 4.6 ± 0.5 

  Day 7 4.1 ± 0.5 4.5 ± 0.5 4.3 ± 0.6 4.6 ± 0.3 

  Day 14 3.9 ± 0.2 4.3 ± 0.4* 4.3 ± 0.4 4.4 ± 0.2* 

  Day 21 3.8 ± 0.4 4.2 ± 0.3 4.3 ± 0.4** 4.4 ± 0.3** 

  Day 28 4.0 ± 0.3 4.4 ± 0.5 4.4 ± 0.4 4.5 ± 0.4* 

Females             

No. of animals examined 10 10 10 10 

 Body weight (g) Day 1 23.1 ± 1.3 23.2 ± 1.7 23.0 ± 1.8 23.1 ± 0.9 

  Day 4 23.4 ± 1.2 23.3 ± 1.6 23.4 ± 1.5 23.4 ± 1.2 

  Day 7 23.9 ± 1.2 23.4 ± 1.5 23.8 ± 1.8 24.3 ± 1.0 

  Day 14 25.0 ± 1.4 24.2 ± 1.5 25.2 ± 1.8 25.2 ± 1.3 

  Day 21 26.0 ± 1.7 25.4 ± 1.0 26.0 ± 1.8 26.0 ± 1.4 

  Day 28 26.6 ± 2.1 26.0 ± 1.3 26.7 ± 1.9 26.7 ± 1.5 

 Food consumption (g/animal/day) Day 1 4.3 ± 0.6 3.9 ± 0.8 3.9 ± 0.5 3.9 ± 0.4 

  Day 4 3.9 ± 0.4 3.6 ± 0.5 3.7 ± 0.3 3.6 ± 0.3 

  Day 7 4.0 ± 0.4 3.6 ± 0.5 3.9 ± 0.6 3.8 ± 0.5 

  Day 14 4.3 ± 0.4 3.7 ± 0.3** 4.0 ± 0.3 4.0 ± 0.2 

  Day 21 4.5 ± 0.6 3.8 ± 0.3** 4.1 ± 0.4 4.1 ± 0.3 

  Day 28 4.6 ± 0.5 4.0 ± 0.3** 4.3 ± 0.4 4.1 ± 0.4* 
 

a Mean ± SD.  

*P < 0.05, **P < 0.01, significantly different from the 0 mg/kg vehicle controls by Dunnett’s test or Steel’s test. 
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Table 6. 血液学検査結果 

 

  Dose of enniatin B (mg/kg/day) 

  0 (Control) 7.5 15 30 

Males             

No. of animals examined 10 10 10 10 

 RBC (104/µL) 928 ± 38 a 913 ± 35 912 ± 60 880 ± 32* 

 Hemoglobin (g/dL) 14.3 ± 0.7 14.2 ± 0.5 13.9 ± 0.7 13.7 ± 0.6 

 Hematocrit (%) 47.3 ± 2.1 46.8 ± 1.5 46.3 ± 1.9 45.6 ± 1.6 

 MCV (fL) 51.0 ± 0.7 51.3 ± 1.1 50.9 ± 2.4 51.9 ± 1.3 

 MCH (pg) 15.4 ± 0.3 15.6 ± 0.4 15.3 ± 0.7 15.6 ± 0.4 

 MCHC (g/dL) 30.2 ± 0.4 30.4 ± 0.3 30.0 ± 0.4 30.1 ± 0.5 

 RDW (%) 12.2 ± 0.4 12.3 ± 0.4 12.5 ± 0.7 12.5 ± 0.4 

 Reticulocytes (109/L) 318.3 ± 35.6 325.3 ± 32.0 332.9 ± 41.0 330.4 ± 30.9 

 Platelets (104/µL) 121.5 ± 10.0 124.1 ± 14.4 118.5 ± 11.0 117.4 ± 11.9 

 WBC (102/µL) 42.7 ± 14.6 57.4 ± 24.8 55.0 ± 22.3 51.5 ± 23.3 

 Differential leukocyte counts (102/µL)             

  Lymphocytes 32.6 ± 13.0 45 ± 21.4 38.5 ± 16.4 41.0 ± 18.8 

  Neutrophils 7.6 ± 2.1 9.4 ± 3.6 13.3 ± 12.1 7.7 ± 3.6 

  Eosinophils 1.4 ± 0.6 1.5 ± 0.7 1.9 ± 1.0 1.5 ± 0.8 

  Basophils 0.1 ± 0.1 0.1 ± 0.1 0.0 ± 0.1 0.0 ± 0.1 

  Monocytes 0.9 ± 0.4 1.1 ± 0.5 1.1 ± 0.4 1.0 ± 0.5 

  Large unstained cells 0.2 ± 0.2 0.2 ± 0.2 0.2 ± 0.3 0.2 ± 0.3 

Females             

No. of animals examined 10 10 10 10 

 RBC (104/µL) 936 ± 57 903 ± 27 929 ± 52 921 ± 37 

 Hemoglobin (g/dL) 14.9 ± 0.7 14.4 ± 0.6 14.6 ± 0.7 14.6 ± 0.4 

 Hematocrit (%) 48.9 ± 1.9 47.4 ± 1.5 48.1 ± 2.4 48.1 ± 1.4 

 MCV (fL) 52.3 ± 1.7 52.5 ± 0.9 51.9 ± 0.7 52.2 ± 1.3 

 MCH (pg) 15.9 ± 0.5 16.0 ± 0.4 15.7 ± 0.4 15.9 ± 0.5 

 MCHC (g/dL) 30.4 ± 0.5 30.5 ± 0.5 30.3 ± 0.5 30.5 ± 0.6 

 RDW (%) 13.1 ± 0.5 13.1 ± 0.5 12.9 ± 0.4 13.0 ± 0.5 

 Reticulocytes (109/L) 363.3 ± 47.8 362.8 ± 70.9 337.0 ± 64.6 358.6 ± 45.4 

 Platelets (104/µL) 101.0 ± 12.0 101.1 ± 8.2 107.2 ± 16.9 109.1 ± 8.8 

 WBC (102/µL) 53.7 ± 12.0 44.9 ± 12.7 44.3 ± 14.5 43.4 ± 6.4 

 Differential leukocyte counts (102/µL)             

  Lymphocytes 41.8 ± 11.0 35.3 ± 10.8 35.2 ± 12.0 33.3 ± 4.9 

  Neutrophils 8.9 ± 2.9 6.9 ± 2.4 6.6 ± 3.0 7.5 ± 1.8 

  Eosinophils 1.7 ± 0.4 1.6 ± 0.4 1.4 ± 0.4 1.5 ± 0.4 

  Basophils 0.0 ± 0.0 0.0 ± 0.1 0.0 ± 0.1 0.0 ± 0.1 

  Monocytes 0.9 ± 0.5 0.8 ± 0.4 0.9 ± 0.5 0.0 ± 0.5 

  Large unstained cells 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1 
 

a Mean ± SD.  

*P < 0.05, **P < 0.01, significantly different from the 0 mg/kg vehicle controls by Dunnett’s test or Steel’s test. 

Abbreviations: MCH, mean corpuscular hemoglobin; MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration; MCV, 
mean corpuscular volume; RBC, red blood cell count; RDW, red blood cell distribution width; WBC, white blood cell 
count.  
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Table 7. 血液生化学検査結果 

 

  Dose of enniatin B (mg/kg/day) 

  0 (control) 7.5 15 30 

Males             

 No. of animals examined 10 10 10 10 

 Total protein (g/dL) 4.9 ± 0.1a 5.1 ± 0.02 5.0 ± 0.2 4.8 ± 0.1 

 Albumin (g/dL) 3.3 ± 0.2 3.4 ± 0.3 3.3 ± 0.3 3.2 ± 0.1 

 A/G ratio 2.0 ± 0.3 2.0 ± 0.2 2.0 ± 0.3 1.9 ± 0.1 

 AST (IU/L) 39 ± 6 46 ± 11 42 ± 10 39 ± 7 

 ALT (IU/L) 29 ± 5 39 ± 19 31 ± 5 31 ± 13 

 LDH (IU/L) 175 ± 65 196 ± 40 199 ± 64 194 ± 54 

 ALP (IU/L) 216 ± 59 229 ± 56 209 ± 58 256 ± 57 

 Triglyceride (mg/dL) 80 ± 24 94 ± 28 76 ± 37 101 ± 19 

 Glucose (mg/dL) 204 ± 16 207 ± 22 202 ± 22 202 ± 28 

 BUN (mg/dL) 22 ± 3 25 ± 5 26 ± 3 26 ± 5* 

 Creatinine (mg/dL) 0.11 ± 0.02 0.11 ± 0.02 0.11 ± 0.02 0.12 ± 0.02 

Females             

 No. of animals examined 10 10 10 10 

 Total protein (g/dL) 5.0 ± 0.2 4.8 ± 0.2 4.9 ± 0.2 4.9 ± 0.2 

 Albumin (g/dL) 3.6 ± 0.2 3.5 ± 0.1 3.7 ± 0.2 3.5 ± 0.2 

 A/G ratio 2.7 ± 0.2 2.8 ± 0.2 2.9 ± 0.3* 2.7 ± 0.2 

 AST (IU/L) 47 ± 7 47 ± 10 46 ± 12 49 ± 9 

 ALT (IU/L) 26 ± 4 28 ± 9 26 ± 8 31 ± 11 

 LDH (IU/L) 157 ± 53 163 ± 56 161 ± 50 145 ± 39 

 ALP (IU/L) 310 ± 67 337 ± 77 283 ± 46 327 ± 86 

 Triglyceride (mg/dL) 78 ± 29 66 ± 12 82 ± 30 76 ± 32 

 Glucose (mg/dL) 178 ± 21 180 ± 11 172 ± 17 174 ± 18 

 BUN (mg/dL) 22 ± 4 22 ± 2 21 ± 3 20 ± 3 

 Creatinine (mg/dL) 0.11 ± 0.02 0.11 ± 0.03 0.11 ± 0.03 0.11 ± 0.02 
 

a Mean ± SD.  

*P < 0.05, **P < 0.01, significantly different from the 0 mg/kg vehicle controls by Dunnett’s test or Steel’s test. 

Abbreviations: A/G, albumin/globulin; ALP, alkaline phosphatase; ALT, alanine aminotransferase; AST, aspartate 
aminotransferase; BUN, blood urea nitrogen; LDH, lactate dehydrogenase. 
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Table 8. 剖検所見：肉眼所見 

 

  Dose of Enniatin B (mg/kg/day) 

  0 (control) 7.5 15 30 

Males              

No. of animals examined 10 10 10 10 

 All tissues             

  Not remarkable 10 a 9 9 9 

 Testes     

  Focus, white 0 1 0 0 

  Small 0 0 0 1 

 Knee joint     

  Focus, raised 0 0 1 0 

Females              

No. of animals examined 10 10 10 10 

 All tissues             

  Not remarkable 9 10 10 10 

 Liver             

  Focus, white 1 0 0 0 

a The number of animals with lesions. 
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Table 9. 剖検時器官重量 

 

  Dose of enniatin B (mg/kg/day) 

  0 (Control) 7.5 15 30 

Males             

No. of animals examined 10 10 10 10 

 Body weight (g) 32.8 ± 2.2a 34.4 ± 2.6 33.6 ± 1.7 34.0 ± 1.9 

 Brain (mg) 476 ± 16 476 ± 32 477 ± 27 470 ± 30 

  (mg/100g BW) 1460 ± 109 1391 ± 119 1425 ± 122 1385 ± 99 

 Thymus (mg) 37 ± 7 44 ± 13 38 ± 6 41 ± 8 

  (mg/100g BW) 113 ± 19 130 ± 41 114 ± 15 121 ± 26 

 Heart (mg) 153 ± 31 151 ± 15 153 ± 10 152 ± 10 

  mg/100g BW) 465 ± 68 441 ± 34 458 ± 38 449 ± 24 

 Lungs (mg) 169 ± 11 177 ± 14 178 ± 13 177 ± 10 

  (mg/100g BW) 517 ± 36 515 ± 36 531 ± 31 522 ± 25 

 Liver (g) 1.75 ± 0.11 1.86 ± 0.19 1.88 ± 0.21 1.90 ± 0.13 

  (g/100g BW) 5.33 ± 0.30 5.39 ± 0.27 5.59 ± 0.49 5.59 ± 0.31 

 Spleen (mg) 81 ± 13 91 ± 18 92 ± 18 96 ± 12 

  (mg/100g BW) 247 ± 26 264 ± 41 273 ± 43 282 ± 34 

 Kidneys (mg) 430 ± 30 471 ± 45 470 ± 33 487 ± 62* 

  (mg/100g BW) 1315 ± 101 1372 ± 89 1401 ± 132 1435 ± 170 

 Testes (mg) 231 ± 23 239 ± 30 241 ± 29 209 ± 60 

  (mg/100g BW) 705 ± 53 698 ± 95 716 ± 70 615 ± 173 

 Epididymides (mg) 88 ± 8 88 ± 4 85 ± 6 86 ± 9 

  (mg/100g BW) 268 ± 17 257 ± 21 254 ± 17 255 ± 28 

Females             

No. of animals examined 10 10 10 10 

 Body weight (g) 26.6 ± 2.2 26.5 ± 1.5 27.2 ± 1.7 26.5 ± 1.5 

 Brain (mg) 475 ± 28 479 ± 27 471 ± 24 474 ± 35 

  (mg/100g BW) 1791 ± 124 1811 ± 81 1734 ± 73 1791 ± 99 

 Thymus (mg) 52 ± 14 59 ± 9 50 ± 7 46 ± 9 

  (mg/100g BW) 193 ± 46 221 ± 34 186 ± 30 175 ± 33 

 Heart (mg) 131 ± 15 121 ± 10 129 ± 13 129 ± 14 

  (mg/100g BW) 494 ± 58 456 ± 23 476 ± 46 487 ± 43 

 Lungs (mg) 165 ± 10 169 ± 14 170 ± 16 165 ± 15 

  (mg/100g BW) 621 ± 35 636 ± 28 623 ± 34 621 ± 35 

 Liver (g) 1.46 ± 0.18 1.45 ± 0.14 1.47 ± 0.10 1.42 ± 0.18 

  (g/100g BW) 5.47 ± 0.33 5.48 ± 0.38 5.41 ± 0.24 5.34 ± 0.50 

 Spleen (mg) 100 ± 15 113 ± 17 101 ± 11 100 ± 17 

  (mg/100g BW) 374 ± 43 426 ± 55* 370 ± 36 375 ± 48 

 Kidneys (mg) 343 ± 37 320 ± 20 333 ± 44 329 ± 27 

  (mg/100g BW) 1287 ± 74 1207 ± 49 1222 ± 100 1244 ± 113 

 Ovaries (mg) 12.0 ± 2.9 10.0 ± 2.7 9.8 ± 2.2 11.8 ± 4.5 

  (mg/100g BW) 45.2 ± 11.1 37.6 ± 8.4 35.9 ± 7.8 44.0 ± 15.0 

 Uterus (mg) 141 ± 40 143 ± 35 150 ± 40 148 ± 40 

  (mg/100g BW) 524 ± 111 539 ± 123 556 ± 159 558 ± 140 
a Mean ± SD.  
Abbreviations: BW, body weight. 
*P < 0.05, significantly different from the 0 mg/kg vehicle controls by Dunnett’s test or Steel’s test. 
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Table 10. 病理組織学検査 

 

  Dose of enniatin B (mg/kg/day) 

  0 (Control) 7.5 15 30 

Males (End of administration)             

No. of animals examined 10 10 10 10 

 Eye             

  Retinal rosettes 1 0 0 0 

   minimal 1 0 0 0 

 Glandular stomach             

  Dilatation, gland 0 1 0 0 

   minimal 0 1 0 0 

 Kidney             

  Basophilia, tubule 0 1 1 1 

   minimal 0 1 1 1 

  Cyst 0 0 1 0 

   minimal 0 0 1 0 

  Mineralization, intraluminal 1 0 1 2 

   minimal 1 0 1 2 

 Liver             

  Necrosis, focal 0 0 1 1 

   minimal 0 0 1 1 

 Testis     

  Sparmatocele 0 2b 0 0 

   minimal 0 2 0 0 

  Degeneration/atrophy, tubule 0 0 0 1b 

   mild 0 0 0 1 

 Bone, femur (knee joint)     

  Callus 0 0 1b 0 

   moderate 0 0 1 0 

Females             

No. of animals examined 10 10 10 10 

 Eye             

  Retinal rosettes 0 1 0 0 

   minimal 0 1 0 0 

 Harderian gland     

  Infiltrate, mixed inflammatory cell 1 0 0 0 

   minimal 1 0 0 0 

 Kidney             

  Basophilia, tubule 1 0 1 0 

   minimal 1 0 1 0 

  Mineralization, intraluminal 1 1 1 0 

   minimal 1 1 1 0 

  Dilation, tubule 0 0 1 0 

   minimal 0 0 1 0 

  Microabscess 0 0 0 1 

   minimal 0 0 0 1 

 Liver             

  Infiltrate, mixed, inflammatory cell 1 3 1 1 

   minimal 1 2 1 1 

   mild 0 1 0 0 

  Necrosis 0 1b 0 0 

   moderate 0 1 0 0 
a The number of animals with findings.  
b Lesions with gross findings. 
Criterion of the lesions were selected from minimal, mild, moderate or severe. 
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厚生労働科学研究費補助金 

（食品の安全確保推進研究事業） 

 

分担研究報告書 

 

市販 ELISA kit による 4,15-DASの迅速簡易測定法の検討 

 

研究分担者 小西良子（東京農業大学） 

 

研究要旨 

4,15-ジアセトキシスシルペノール（4,15-DAS）は、2016 年の JECFA においてリスク評価さ

れ、T-2トキシン、HT-2トキシンおよび 4,15-DASをグループとして TDIを設定することとなっ

た。このことから、4,15-DASについても迅速簡易測定法の開発が望まれる。 

現在のところ、T-2 トキシンを対象とした迅速簡易測定法（ELISA 法）は開発され、いくつか

のメーカーから市販されている。しかし、4,15-DAS を対象としたものは市販されていない。T-2

トキシンと 4,15-DAS は同じトリコテセン系カビ毒タイプ A に分類されており、構造に類似性が

高い。そのため、抗原構造が共通な部位があると考えられ、市販の T-2トキシン ELISA kitに使

われている抗体が 4,15-DAS も認識するか否かを市販 T-2 トキシン ELISA3 種で検討を行った。

また、4,15-DASと共汚染が多いデオキシニバレノール（DON）を対象とする ELISA kitが 4,15-

DASを認識する恐れがないかを調べるため、市販の DON用 ELISA kit 2種類を用いて、交差反

応の有無を検討した。 

 その結果、市販の T-2 トキシン ELISA kit3 種類および DON 用 ELISA kit2 種類とも、4,15-

DAS には交差性を示さなかった。今後は、国外で販売されている T-2 トキシンおよび HT-2 トキ

シンを認識する ELISA kitを入手して検討する予定である。 
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A. 研究目的 

 トリコテセン系マイコトキシンは、フザ

リウム属菌が産生するカビ毒で、日本をは

じめ、温帯地域に多く生息する。このカビ

毒は、その構造の違いからタイプ Aからタ

イプ Dまで分類されている。タイプ Aは 8

位に置換基がないか、水酸基またはエステ

ル結合が存在しているもので T-2 トキシン

（T-2）、HT-2トキシン（HT-2）、4,15-ジア

セトキシスシルペノール（4,15-DAS）、ネ

オソラニオールが属する。タイプ Bは 8位

がカルボニルになっているものでデオキシ

ニバレノール（DON）およびニバレノール

（NIV）が属する。タイプ Cは、7、8位が

エポキシドになっているものでクロトシン

などが属する。タイプ D は 4位と 15位の

間で大員環構造をとっているもので、サト

ラトキシン、ロリジンなどが属する。主に

穀類に汚染するカビ毒はタイプ A およびタ

イプ Bである。 

タイプ Aとタイプ Bの毒性を比較すると

タイプ Aの毒性はタイプ Bに比べて高いと

されている。ヒトの食中毒事例においても

DONや NIVの汚染によって引き起こされ

るいわゆる赤カビ中毒では下痢嘔吐が主症

状で死者はいないが、T-2汚染が原因とさ

れる場合には ATA症と呼ばれる白血球減

少や放射線障害様症状が現れ、致死率も高

い。 

近年の厚生労働科学研究費補助金（食品

の安全確保推進研究事業）の研究から、北

海道地域で T-2、HT-2が豆類から検出され

ることが明らかになった。また 2010年代

に EFSAが実施した EUでの汚染実態調査

においても T-2, HT-2の汚染が少なからず

検出され、国内外で T-2およびHT-2の汚

染が注目され始めている。2016年の

JECFAにおいては、4,15-DASの毒性評価

が行われた。その結果、4,15-DASは、単

独での毒性関係の情報が少ないことから、

JECFAは T-2, HT-2および 4,15-DASの 3

つのカビ毒を一つのグループとして、グル

ープ TDI 0.06 μg/kgを設定した。これら

の結果を受けて、世界的動向としては、タ

イプ Aのトリコテセン系マイコトキシンを

グループとして測定するようにシフトして

いくことが考えられる。現在測定法として

は LC-MS/MSによる同時分析法が開発され

ているが、高価な装置と技術が必要なた

め、迅速簡便な測定法の開発が望まれてい

る。 

そこで我々は免疫学的測定法である

ELISAに着目し、現在市販されている T-2

の ELISA kitで 4,15-DASが測定できない

かを検討した。T-2用 ELISA kitは、T-2 

を認識する抗体が試料中の T-2と結合し

て、その結合物を酵素反応で検出するメカ

ニズムになっている。市販されている kit

では、それぞれのメーカーが独自の抗体を

開発しているが、T-2のどの部位を認識し

ているのかは不明である。構造的に見て、

T-2と 4,15-DASは 2位から 7位までの構

造が同じであることから、この部位を認識

しているとすれば、4,15-DASも認識する

ことが考えられる（図１）。 

次に、日本では DON のスクリーニング

法として ELISAが公定法となっているが、

市販の DON用 ELISA kitにおいて、構造

の類似性から、4,15-DASも認識する可能

性が考えられた（図１）。各メーカーが出し

ている交差性のデータには 4,15-DASが測

定されていないケースも多いため、本研究

で市販の DON用 ELISA kitにおける 4,15-

DASの交差性も検討した。 

 

B. 研究方法 

1. 使用した ELISA kit 

1-1.T-2 ELISA kit 

 Max Signal  T-2  ELISA  kit

（PerkinElmer 社）、RIDA SCREEN T-2 

ELISA  kit（ R-Biopharm 社）および

AgraQuant（Romer 社）の 3 種類を使用し

た。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E9%85%B8%E5%9F%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB%E7%B5%90%E5%90%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB%E7%B5%90%E5%90%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%8B%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%9D%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%89
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1-2. DON ELISA kit 

 Max Signal DON  ELISA  kit

（PerkinElmer社）および RIDA SCREEN 

DON ELISA kit （R-Biopharm 社）の 2

種類を使用した。 

1-3. 4,15-DASの添加濃度 

 4,15-DASは、Sigma-Aldrich社から購入

し、1mgの 4,15-DASをアセトニトリルで

溶解し、stock solutionとした。市販の

ELISA kitに添付されている各カビ毒の標

準品の濃度を参考に、その 1000倍濃度ま

での溶液を実験に用いた。その際、適量の

stock solutionを窒素乾固したのち、各メ

ーカーが用いている bufferにより順次希釈

した。 

1－4. ELISAの手順 

 ELISAの操作方法は、各メーカーの説明

書に従って行った。それぞれのメーカーに

より手法が異なっており、T-2用 ELISA の

手順は表 1に、DON用 ELISAの手順は表 

2に挙げた。 

 

C. 研究結果 

1. T-2用 ELISA kitによる 4,15-DASの交差

性 

 図 2 に 3 社の T-2 用 ELISA における T-

2 を用いた検量線および 4,15-DAS を用い

た検量線を示した。Max Signalでは、付属

されている標準品 0, 1, 5, 10, 25, 50 ppbの

濃度と同じ濃度および 100, 250, 500, 5000 

ppbの 4,15-DAS溶液を用いて説明書通りの

反応を行った。その結果、0 から 5000 ppb

ま で 吸 光 度 に 変 化 が な か っ た 。

RIDASCREEN T-2 kitでは、付属されてい

る標準品の濃度 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 ppb

に加え 10, 100, 1000, 5000 ppbの 4,15-DAS

溶液を用いて反応させた。その結果、4,15-

DAS濃度 100 ppb以上において T-2換算で

12 から 17 ppb 相当の発色がみられたもの

の用量依存性は認められなかった。

AgraQuant T-2 kitでは、付属されている標

準品の濃度 0, 20, 50, 150, 500 ppb に加え

100, 200, 1500, 5000 ppbの 4,15-DAS溶液

を用いて反応させた。その結果、4,15-DAS濃

度 100 ppbにおいて T-2 換算で 20 ppb程度

の発色が認められたが、用量依存性はなく 1

用量のみの反応であったことから、交差性は

なかったものと判断した。 

2. DON ELISA kit による 4,15-DASの交差

性 

図 3にDON用 ELISA kitを用いた場合の

4,15-DAS の交差性の測定結果を示した。

Max Signal DON kit では付属されてい

る標準品の濃度 0, 7.5, 15, 30, 60,120 ppb 

に加えて 250, 500, 1000, 5000 ppbの 4,15-

DAS 溶液を用いた。その結果、吸光度は

4,15-DAS 濃度 0 から 5000 ppb まで変化し

なかったので、交差性はないと判断した。

RIDASCREEN DON kit では付属されてい

る標準品 0, 4, 11, 33, 100 ppb の濃度に加え

て 300, 1000, 5000 ppbの 4,15-DASを用い

て測定を行った。その結果 Max Signal 

DON kit と同様、0 から 5000 ppb まで吸

光度の変化が見られなかったことから、交差

性はないと判断した。 

 

D. 考察 

 JECFA の提唱したグループ PMTDI を参

考に基準値が設定された場合、この 3種のカ

ビ毒を同時に測定することが必要となる。特

に、簡易で迅速な測定法を考えるとすると、

ELISA 法が候補となる。現在日本で購入で

きる ELISA kit として市販されている製品

はアフラトキシン、オクラトキシン A、デオ

キシニバレノール、フモニシン、ゼアラレノ

ン、T-2を対象としたものであるが、その中

でグループ TDI の対象になっているのは T-

2である。そこで、3種類の T-2用 ELISA kit

について、4,15-DASを測定できるかを検証

した。表 3 に 3 種類の ELISA kit の比較を

示したが、RIDA SCREEN kitでは、2位に

アセチル基がついているアセチル T-2 に対

して非常に高い交差性を有しているが、4位

だけが T-2 と異なる HT-2 との交差性は 5%
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と非常に低い（図１）。このことから RIDA 

SCREEN kit に使われている抗体は 4 位の

アセチル基を認識している可能性が高いと

考えられた。しかし実験結果より 4位にアセ

チル基をもつ 4,15-DAS への交差性はほと

んどないと考えられた。Max Signal および

AgraQuantではHT-2との交差性は 0.1%お

よび 0 %であったことから、1位から 6位の

構造を認識していると考えられた。しかし、

4,15-DASに対する交差性はほとんどなかっ

たことから、これらの kitに含まれている抗

体は、4,15-DASと T-2に共通する構造を認

識しないことがわかった。これらの結果から、

市販の T-2用 ELISA kitを用いてHT-2およ

び 4,15-DAS の 3 つのカビ毒を同時に認識

することはできないことが明らかになった。

そして 3 種のカビ毒が共通する部位を認識

する抗体を作成すれば、3 種検出 ELISA は

可能であると考えられた。最近、日本国内で

は市販されていないが、RIDA SCREENお

よびAgraQuantのシリーズではT-2 とHT-

2 が同時に測定できる kit が開発されたこと

から、その kit に使われている抗体は 4,15-

DAS とも共通する部分を認識する可能性は

捨てきれない。この可能性を来年度確認する

予定である。 

 次に DON と 4,15-DAS の類似性から、

DON 用 ELISA kit に含まれている抗体が

4,15-DASを認識する可能性について検討し

た。表４にMax Signal、RIDASCREENお

よび AgraQuantの比較を挙げた。実際に本

研究で測定したのは Max Signal と

RIDASCREEN の 2 種類であったが、

AgraQuant DON ELISA kit は論文として

報告されていたことから、比較に加えた。T-

2との交差性はRIDASCREEN kitで 1% 認

められたものの、Max Signal kitでは 0.1%

と低く、AgraQuant kit では 0%であった。

本実験結果からいずれのDON用ELISA Kit

も 4,15-DAS との交差性が認められなかっ

た。このことから、DONの市販 ELISA kit

には、たとえ試料に T-2, 4,15-DAS等のタイ

プ A トリコテセン系カビ毒が混入していて

も測定値に影響を受けないことが明らかに

なった。 

 

E. 結論 

2017 年に公表された JECFA の評価結果

において T-2、HT-2 トキシンのグループ

PMTDI に 4,15-DASも組み入れられたこと

から、T-2、HT-2、4,15-DASの一斉分析法の

簡便、迅速法の開発を試みた。現在市販で購

入できる T-2 を対象にした ELISA kit を用

いて 4,15-DASの交差性を見ることで、市販

ELISA が活用できる可能性を検討した。し

かしながら、3種類の ELISA kitとも 4,15-

DASとの交差性は認められなかった。 

一方、DON のスクリーニング法として通

知法となっている ELISA法に用いられる市

販 ELISA kitを用いて、4,15-DASとの交差

性を測定した。これは、試料に 4,15-DASを

含むタイプAトリコテセン系カビ毒がDON

と共汚染していた場合の影響を検討したも

のであるが、現在市販されている DON 

ELISA kit では、4,15-DASを含むタイプ A

トリコテセン系カビ毒への交差性を示すも

のはなかったことがわかった。 
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Max Signal RIDA ROMER

１．各濃度の標準液と各濃度のDAS溶液を、50㎕ずつ

適宜のウエルに滴下する。

１．各濃度の標準液と各濃度のDAS溶液を、50㎕ずつ

適宜のウエルに滴下する。

１．200㎕酵素複合体を、抗体をコーティングしていない

ウエルに滴下する。

２．抗体Mix液を、100㎕ずつ、全てのウエルに滴下す

る。

２．酵素複合体を、50㎕ずつ、全てのウエルの滴下す

る。

２．各濃度の標準液と各濃度のDAS溶液を、100㎕ずつ１

のウエルに滴下する。

3. 10分間、室温（20～25℃）インキュベート
３．抗体液を、50㎕ずつ、全てのウエルに滴下しMix 

する。

３．２の液を100㎕ずつ、抗体をコーティングしているウ

エルに滴下する。

４．TMB発色基質を、100㎕ずつ、全てのウエルに滴

下し1分間よくMixする。
4. 1時間、室温（20～25℃）インキュベート

4. 15分間、暗所（アルミホイル）、室温（20～25℃）イ

ンキュベート

５．5分間、暗所（アルミホイル）・室温（20～

25℃）インキュベート

5. 基質液50㎕と発色液50㎕を、全てのウエルに滴下し

よくMixする。

５．基質を100㎕ずつ、全ての抗体ウエルに滴下しよく

Mixする。

６．反応停止液を、100㎕ずつ、全てのウエルに滴下

し、よくMixする。

6. 30分間、暗所（アルミホイル）・室温（20～25℃）

インキュベート

６．5分間、暗所（アルミホイル）、室温（20～25℃）イ

ンキュベート

７．吸光度（波長450nm・副波長630nm）を測定す

る。

7. 反応停止液を、100㎕ずつ、全てのウエルに滴下

し、よくMixする。

７．反応停止液を100㎕ずつ、全ての抗体ウエルに滴下し

よくMixする。

8．吸光度（波長450nm・副波長630nm）を測定す

る。
8．吸光度（波長450nm・副波長630nm）を測定する。

表1　　T-2　トキシン　KITの操作手順
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Max Signal RIDA 

１．各濃度の標準液と各濃度のDAS溶液を、100㎕ずつ適宜

のウエルに滴下する。

１．各濃度の標準液と各濃度のDAS溶液を、50㎕ずつ適宜のウ

エルに滴下する。

２．Don-HRP conjugateを、50㎕ずつ、全てのウエルに滴下

し1分間よくMixする。
２．酵素複合体を、50㎕ずつ、全てのウエルの滴下する。

3. 10分間、室温（20～25℃）インキュベート ３．抗体液を、50㎕ずつ、全てのウエルに滴下しMix する。

４．TMB発色基質を、100㎕ずつ、全てのウエルに滴下し1分

間よくMixする。
4. 30分間、室温（20～25℃）インキュベート

５．5分間、暗所（アルミホイル）・室温（20～25℃）イン

キュベート
5. 発色基質液100㎕を、全てのウエルに滴下しよくMixする。

６．反応停止液を、100㎕ずつ、全てのウエルに滴下し、よ

くMixする。

6. 15分間、暗所（アルミホイル）・室温（20～25℃）インキュ

ベート

７．吸光度（波長450nm・副波長630nm）を測定する。
7. 反応停止液を、100㎕ずつ、全てのウエルに滴下し、よくMix

する。

8．吸光度（波長450nm・副波長630nm）を測定する。

表　2　　DON　KITの操作手順
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ELISA Kit MaxSignal RIDASCREEN AgraQuant*

測定範囲 7.5-120 μg/kg 3.7 – 100  μg/kg 250- 5000 μg/kg

適合食品 穀類 穀類 穀類

HT-2との交差性 0.10% 1% 0%

アセチルT-2 との交差性 ND 114% ND

DASとの交差性 なし なし なし

表3．T-2　ELISA KITにおける交差性
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ELISA Kit MaxSignal RIDASCREEN AgraQuant*

測定範囲 7.5-120 μg/kg 3.7 – 100  μg/kg 250- 5000 μg/kg

適合食品 穀類 穀類 穀類

T-2との交差性 0.10% 1% 0%

DASとの交差性 なし なし なし

表4．DON　ELISA KITにおける交差性
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図 1. T-2 トキシン、アセチル T-2トキシン、HT-2トキシン、DON 及び 4,15-DASの構造 
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図 2. T-2 トキシン用 ELISA kitにおける交差性パターン 
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図 3. DON用 ELISA kitにおける交差性パターン 
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厚生労働科学研究費補助金 

（食品の安全確保推進研究事業） 

 

分担研究報告書 

 

国内流通ハトムギ製品におけるカビ毒複合汚染のリスク因子の解明 

 

研究分担者 渡辺 麻衣子 （国立医薬品食品衛生研究所） 

 

 

研究要旨 

21検体の国内流通ハトムギを購入し、アフラトキシン（AF）、ステリグマトシスチン（STC）

およびフザリウムトキシンの分析、およびカビ毒汚染量が高かった検体からの Aspergillus 属・

Fusarium 属菌の分離・同定を行った。さらに、分離株のカビ毒産生性を調査するため、液体培

養および米培養を行い、その培養物中の AF、STCおよびトリコテセン系カビ毒の分析を行った。

その結果、輸入ハトムギ 11検体からは、100％の検出率で定量限界以上の STC（最大 6.24 µg/kg）

および 4,15-ジアセトキシスシルペノール（4,15-DAS）（最大 22.4 µg/kg）が検出され、検出量の

平均値は国産品と比較して有意に高かった（STC；p=3.7E-04、4,15-DAS；p=4.0E-05）。国産ハ

トムギ 10検体からは、100％の検出率で定量限界以上の DON-3-グルコシド（最大 21.80 µg/kg）

が、90.0％の検出率で定量限界以上の T-2トキシン（最大 6.76 µg/kg）が、90.0％の検出率で定量

限界以上の HT-2トキシン（最大 32.98 µg/kg）がそれぞれ検出され、検出量の平均値は輸入品と

比較して高い傾向にあった（DON-3-グルコシド；p=0.047、T-2 トキシン；p=0.005、HT-2 トキ

シン；p=0.071）。カビ毒汚染量調査の結果、検出量が多かったハトムギ検体のうち輸入品および

国産品 4検体ずつを選抜し、Aspergillusおよび Fusarium属菌の分離、および分離株のトリコテ

セン類産生性を検討した。その結果、輸入品からは F. incarnatum の 1 株のみで 4,15-DAS 産生

を確認したのに対して、国産品からは 2 検体から F. sporotrichioides または F. armeniacum が

計 4株分離され、T-2トキシン（液体培地中で 149.8-368.0 mg/kg）、HT-2トキシン（液体培地中

で 2.6-22.8 mg/kg）および 4,15-DAS （液体培地中で 1.6-8.1 mg/kg）の産生が確認された。また

同一の 2 検体それぞれから Fusarium graminearum が 1 株ずつ分離され、分離株を米培地で培

養した場合に DON（160または 316 mg/kg）および 3-AcDON（492または 656 mg/kg）の産生

が確認された。以上のことから、国内に流通する輸入ハトムギは AF、STCおよび 4,15-DAS汚染

リスクが高く、国内産ハトムギは F. sporitrichioides、F. armeniacum または F. graminearum 

が産生するトリコテセン類の複合汚染リスクが高いことが示唆された。 

研究協力者 

吉成 知也 国立医薬品食品衛生研究所 

髙橋 治男 国立医薬品食品衛生研究所 

清水 公徳 東京理科大学 

平山 美咲 東京理科大学 

 

 

 



81 

 

A. 研究目的 

 タイプ A トリコテセン化合物は新興カビ毒と

して近年関心が高まっており、 2016 年 

FAO/WHO 合同食品規格委員会では、T-2/HT-2

トキシンのグループ PMTDI 0.06 µg/kg体重/日 

に 4,15-ジアセトキシスシルペノール（4,15-DAS）

も含めるとされた 1)。国内流通食品における 3種

の化合物の複合汚染のリスク因子の解明が急務

である。 

 これらのカビ毒は Fusarium 属菌の複数菌種

が産生することが知られるが、産生すると報告さ

れた菌種は一部異なる。主な産生菌種はそれぞれ、

T-2 トキシンおよび HT-2 トキシンでは

Fusarium sporotrichioides 、 Fusarium 

langsethiae 、 Fusarium poae 、 Fusarium 

armeniacum、Fusarium equiseti など、4,15-

DAS では F. equiseti、F. sporotrichioides、F. 

armeniacum、F. langsethiae、F. poae、Fusarium 

sambucinumなどである。F. sporotrichioides 、

F. langsethiae、F. poae、F. armeniacum、F. 

equiseti はこれらの共通した産生菌である一方

で、F. incarnatum および F. sambucinum は

4,15-DASを産生するが、T-2トキシンおよびHT-

2 トキシンの産生性は報告はほとんど無い 2,3)。

それぞれの菌種は、寄生する植物種や分布する地

域の気候や地理的条件、それぞれのカビ毒の産生

性などが異なることから、これらのカビ毒の汚染

を受けた食品から汚染の原因となった産生菌を

分離して、分離株の同定を行い、産生するタイプ

Aトリコテセンの種類、および産生性の強度を調

査することによって、どういった食品で複合汚染

や高濃度汚染が起こりやすいのかを把握し、詳細

な複合汚染のリスク因子を解明することが可能

となる。 

 そこで、本年度は、昨年度までの実態調査の成

果から国内流通製品がタイプ A トリコテセン類

に汚染していることが明らかとなっているハト

ムギを対象として、Fusarium属菌の分離効率を

高めるため、あらかじめタイプ A トリコテセン

類に汚染されたことを確認したハトムギ試料を

用い、トリコテセン類に加えて、フザリウムトキ

シンでありトリコテセン類との複合汚染が予測

されるエンニアチン類（ENs）およびビューベリ

チン（BEA）、および穀類における高濃度汚染が

しばしばみられるアフラトキシン（AF）および

ステリグマトシスチン（STC）の汚染調査を行い、

その結果汚染レベルが高かった試料から

Fusarium 属および Aspergillus 属菌を分離し、

分離株の同定およびカビ毒産生性を調査したの

で、これを報告する。 

 

B. 研究方法 

(1) タイプ A トリコテセン類に汚染されたハト

ムギ試料の探索 

 国内の小売店から、輸入品ハトムギ 11検体お

よび国産品ハトムギ 10 検体の計 21 検体を購入

して収集した。産地の内訳は以下の通りであっ

た；輸入品は、韓国産 1検体、中国産 5検体、ラ

オス産 1 検体およびタイ産 4 検体。国産品は青

森県産 1 検体、岩手県産 2 検体、栃木県産 2 検

体、富山県産 2検体、岡山県産 1検体、島根県産

2検体。収集した粒状のハトムギをミキサーで粉

砕し、粉末状にした。この粉末をカビ毒の分析に

用いた。 

 ハトムギ試料中のアフラトキシンの測定は以

下の通り実施した。ハトムギ 7.5 g にアセトニト

リル：水（85：15）30 mL を加え、30分振盪し

抽出液を得た。これをイムノアフィニティーカラ

ム（IAC；AFLAKING、堀場製作所）を用いて

精製した。抽出液 5.0 mL  をピペッターで 50 

mL のメスフラスコにとり、PBSで 50 mL にメ

スアップした後、ガラス繊維ろ紙でろ過した。溶

出液を窒素気流により乾固後、残渣をアセトニト

リル 0.5 mL で溶解後、さらに蒸留水 0.5 mL 加

えてから混合したものを試験溶液とした。試験溶

液中のカビ毒を LC-MS/MS により定量した。
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LC-MS/MSの測定条件は以下の通りとした； 

HPLC 

カラム：InertSustain C18 

        2.1×150 mm, 3 µm 

カラム温度：40℃ 

移動相：A 2 mmol/L 酢酸アンモニウム 

    B メタノール 

分離条件：0分  A：B = 60：40 

          13分 A：B = 10：90 

流速：0.2 mL/分 

注入量：10 µL 

MS 

イオン化：ESI positive 

モニタリングイオン：325［M+H］+>281 

 ハトムギ試料中の ENs類の測定は以下の通り

実施した。測定対象をエンニアチン A（ENA）、

エンニアチン A1（ENA1）、エンニアチン B

（ENB）、エンニアチン B1（ENB1）および BEA

とした。ハトムギ 2.5 g にアセトニトリル：水

（85：15）25 mL を加え、30分間振盪し抽出液

を得た。この抽出液 400 µL に精製水 800 µL を

加えて希釈し、遠心分離を行った。この希釈液

900 µL をメタノール 3 mL と精製水 3 mL で

平衡化した C18カートリッジ（SepPak Vac C18 

200 mg、Waters社）で精製した後、10%アセト

ニトリル水溶液 3 mL と 50%アセトニトリル水

溶液 3 mL で洗浄後、90%アセトニトリル水溶

液 1.5 mL で溶出したものを試験溶液とした。試

験溶液中のENsおよびBEAをLC-MS/MSによ

り定量した。LC-MS/MS の測定条件は以下の通

りとした； 

HPLC 

カラム：Inertsil ODS-3 

        2.1×150 mm, 3 µm 

カラム温度：40℃ 

移動相：A 2 mmol/L 酢酸アンモニウム 

    B アセトニトリル 

分離条件：0分  A：B = 30：70 

          20分 A：B = 20：80 

          22分まで保持 

流速：0.2 mL/分 

注入量：5 µL 

MS 

イオン化：ESI positive 

モニタリングイオン： 

ENA  699>210、682 

ENA1 685>210、668 

ENB  657>196、640 

ENB1 671>196、654 

BEA  801>134、784 

 ハトムギ試料中のトリコセテン類の測定は以

下の通り実施した。ハトムギ 7.5 g に 85%アセ

トニトリル 30 mL を加え、30 分振盪し抽出液

を得た。この抽出液約10 mL を多機能カラム（昭

和電工社製 AutoprepMF-T 1500）を用いて精製

した。最初の流出液 3 mL は捨て、次いで流出す

る約 2.4 mL を試験管に採った。その溶出液から

2.0 mL を別の試験管に分取し、窒素気流により

乾固後、残渣をアセトニトリル：水（1：9）0.5 

mL で溶解したものを試験溶液とした。試験溶

液中のタイプAトリコセテン類をLC-MS/MSに

より定量した。LC-MS/MS の測定条件は以下の

通りとした； 

HPLC 

カラム：Inertsil ODS-3 

        2.1×150 mm、3 µm 

カラム温度：40℃ 

移動相：A 2 mmol/L 酢酸アンモニウム 

    B メタノール 

分離条件：0分  A：B = 50：50 

          8分 A：B = 10：90 

          11分まで保持 

流速：0.2 mL/分 

注入量：2 µL 

MS 

イオン化：ESI positive 
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モニタリングイオン： 

T-2トキシン    484>305、215 

HT-2トキシン  442>215、187 

4,15-DAS     657>307、247 

 ハトムギ試料中のタイプBトリコセテン系カビ

毒の測定は以下の通り実施した。ハトムギ 5 g に

水 20 mL を加え 30 分間振盪し抽出液を得た。

上清 5 mL に PBS 25 mL を加え、希釈後、ガ

ラス繊維ろ紙でろ過した。ろ液 12 mLをイムノ

アフィニティーカラム DON NIV WB に通した

後、PBS 10 mL および D.W. 10 mLで洗浄した。

カビ毒をメタノール 0.5 mLおよびアセトニトリ

ル 1.5 mL で溶出し窒素乾固を行った後、残渣を

0.5 mLの 10%アセトニトリルに溶解し、試験溶

液とした。試験溶液中のカビ毒は LC-MS/MSを

用いて測定した。LC-MS/MS の測定条件は以下

の通りとした； 

HPLC 

 カラム：Inertsil ODS-3 

          2.1×150 mm, 3 µm 

 カラム温度：40℃ 

 移動相：A  2 mmol/L 酢酸アンモニウム 

     B  メタノール 

 分離条件： 0分 A：B = 95：5 

             8分 A：B= 10：90 

           10分まで保持 

 注入量：5 µL 

 

(2) ハトムギ試料からの Aspergillus および

Fusarium属菌株の分離 

ハトムギから菌株を分離する際には、DRBC

平板上に、供試したハトムギを 1 枚のプレート

に 5 粒ずつ置き、25℃で 7 日間培養した。この

際、70% エタノールで 30秒間洗浄し、食品表面

に付着した真菌を除いてから培養に供した。全

32-HT04 と 32-HT06 においては各 100 粒、そ

れ以外の検体では 50粒ずつ培地に置いた。培養

後、発育したコロニーを目視によって観察し、観

察された Fusarium 属と Aspergillus 属のコロ

ニーを PDA 平板培地に釣菌して分離した後、

25℃で 1～2週間培養した。 

 

(3) 分離された Aspergillusおよび Fusarium属

菌株の同定 

 Fusarium 属菌分離株の同定実験の流れ図を

図 1に示した。PDA斜面培地に接種し、25℃で

７日間前培養した。その後、ポテトデキストロー

ス寒天（PDA）平板およびカーネーションリー

フ・アガー培地に接種し 25℃で７日間培養した。

これらに生育したコロニーの色等性状を目視で

観察、およびプレパラートを作製しての生物顕微

鏡観察によって胞子形状、胞子形成様式等を判定

し、菌種を推定した。さらに、PDA 平板培地上

に生育した菌体を 2 mlマイクロチューブに入れ

たポテトデキストロース液体培地（PDB）1.5 ml

に接種し、48時間30℃で静置培養した。その後、

得られた菌体について、Maxwell RSC Plant 

DNA Kit（プロメガ株式会社）を用いて、DNA

を抽出した。得られた DNA を鋳型として-

tubulin 遺伝子の PCR およびシーケンスを行っ

た。この際使用した PCR プライマーは、

Aspergillus 属菌同定用として Bt-2a（ 5’- 

GGTAACCAAATCGGTGCTGC 

TTTC-3’）および Bt-2b（5’- ACCCTCAGTGTAG 

TGACCCTTGGC-3’）4)、Fusarium属菌同定用と

して Btu_F-F01（5’-CAGACCGGTCAGTGCGT 

AA-3’）および Btu_F-R01（5’- TTGGGGTCGAA 

CATCTGCT -3’）5)をそれぞれ用いた。得られた

遺伝子塩基配列について、NCBIデータベースを

用いた BLASTサーチにより菌種を推定した。以

上の形態学的および分子生物学的解析結果を総

合し、菌種の同定を行った。 

 

(4) 分離された Fusarium 属菌株のフザリウム

トキシン産生性の検討 

(3)で同定した Fusarium 属株について、トリ
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コテセン類産生能を持つ菌種であった場合に、角

田培地にて振盪培養を 25℃にて 1 日行い、静置

培養を 25℃にて 7 日間行った。また、分離株が

タイプ B トリコテセン産生菌種であった場合に

は、さらに米培養を行った。角田液体培地で

Fusarium 属分離株を 25℃一晩で前培養した、

米 10g に 3 mL の水を加えオートクレーブ処理

をしたフラスコに、前培養液を加え 25℃で 2 週

間培養した。その培養物に 85%アセトニトリル

40 mL を加え混合して得た抽出物を、50% メタ

ノールを用いて 1,000 倍希釈し、LC-MS/MS に

て測定を行った。 

 

(5)分離された Aspergillus 属菌のアフラトキシ

ン産生性の検討 

 (3)で Aspergillus 属菌と同定された株菌につ

いて、PDB培地を用いて 4日間 32℃で静置培養

した。培養液をフィルターろ過し、そのろ液を試

料液として薄層クロマトグラフィーにてアフラ

トキシン産生能を確認した。展開溶媒は、クロロ

ホルム：アセトン：ヘキサン（85：15：15）を用

いた。 

 

C. 研究結果 

(1) ハトムギ試料中のカビ毒検出量の評価 

 今回供試したハトムギ試料中のカビ毒分析の

結果を表 1に示した。輸入ハトムギ 11検体から

は、100%の検出率で定量限界以上の STC（0.02-

1.74 µg/kg）および 4,15-DAS（1.01-22.44 µg/kg）

が検出され、検出量の平均値は国産品と比較して

有意に高かった（STC；p=3.7E-04、4,15-DAS；

p=4.0E-05）。国産ハトムギ 10検体からは、100％

の検出率で検出限界値以上の DON-3-グルコシ

ド（0.28～21.80 µg/kg）が、90.0％の検出率で定

量限界以上の T-2 トキシン（定量下限値～6.76 

µg/kg）が、90.0％の検出率で検出限界値以上の

HT-2トキシン（0.10～32.98 µg/kg）がそれぞれ

検出され、検出量の平均値は輸入品と比較して高

い傾向にあった（DON-3-グルコシド；p=0.047、

T-2トキシン；p=0.005、HT-2トキシン；p=0.071）。 

  

(2) ハトムギ試料から分離された Fusarium 属

菌の同定 

ハトムギ試料中のカビ毒分析の結果を参照し

（表 1）、アフラトキシン、トリコテセン系カビ

毒及びエンニアチン類の検出量が多かった、また

は特徴的であった 8検体、32-HT03、32-HT04、

32-HT06、32-HT09、32-HT10、32-HT-12、32-

HT16、32-HT19から真菌分離を試みた。その結

果、合計でAspergillus属菌5株およびFusarium 

属菌 35 株が分離された。Aspergillus 属菌を同

定したところ、すべての株は A. flavusまたは A. 

oryzae と同定された。本研究で用いた遺伝子マ

ーカー-tubulinでは A. flavusまたは A. oryzae

の識別はできないが、本研究ではここまでの同定

にとどめた。STC の産生菌である Aspergillus 

versicolorは、いずれのハトムギ試料からも検出

されなかった。 

 本研究においてハトムギ試料から分離された

Fusarium属菌のうち、トリコテセン類産生菌種

の一覧を表 2 に、フモニシン類産生菌種の一覧

を表 3に示した。輸入ハトムギからは、 トリコ

テセン類産生菌として F. incarnatum のみが、

フ モ ニ シ ン 類 産 生 菌 と し て Fusarium 

verticillioides のみが検出された。国産ハトムギ

からは、トリコテセン類産生菌として F. 

incarnatum 、  F. armeniacum 、 F. 

sporotrichioides お よ び Fusarium 

graminearum が、フモニシン類産生菌として

Fusarium fujikuroi、Fusarium annlatum、

Fusaium oxysporum お よ び Fusarium 

proliferatum が検出された。輸入ハトムギと比

べ, 国産ハトムギでは菌種の多様性がみられた。

Fusarium 属菌における各菌種の形態学的特徴

を図 2に示した。 
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(3) ハトムギ試料から分離された Fusarium 属

菌のカビ毒産生性の評価 

本研究において分離された株の角田液体培地

における各種カビ毒の検出結果を表 2に示した。

国産ハトムギ試料 32-HT06 から分離された計 3

株の F. sporotrichioides からはそれぞれ T-2 ト

キシン（最大 368 mg/kg）、HT-2トキシン（最大

22.8 mg/kg）、および 4,15-DAS（最大 8.1 mg/kg）

が検出された。また、国産ハトムギ試料 32-HT10

から分離された 1株の F. armeniacumからは、

T-2 トキシン 152.1 mg/kg 、HT-2 トキシン

2.6mg/kg 、および 4,15-DAS 7.8 mg/kg が検出

された。 

輸入ハトムギ試料からは、32-HT04 から分離

された 1 株の F. incarnatum のみがトリコテセ

ン類を産生（DAS、2.2 mg/kg）した。 

DONの前駆体である 3-AcDONの産生性につい

ては、分離株 32-HT10-04は角田培地の培養では

15.5 mg/kg の 3-AcDON の産生が確認されたと

ころ、この株を米培養に供したところ、DON

（316 mg/kg）および 3-AcDON（492 mg/kg）の

産生が確認でき、これらの産生性が高まったこと

が確認された。同様のことを分離株 32-HT06-12

でも確認した（表 2）。このことから、米培養で

は、角田液体培地での培養と比較して、DONお

よび 3-AcDON の産生性を向上させることが確

認された。 

 

(4) ハトムギ試料から分離された Aspergillus 属

菌の同定カビ毒産生性の評価 

  分離株の培養液を用いて TLCによりアフラト

キシン産生性を検査した結果、輸入ハトムギ 32-

HT03および 32-HT04由来の 1株ずつ計 2株か

ら、AFB1の産生を確認した。形態観察の結果か

らも矛盾は無かったことから A. flavus と同定

した。 

 

D. 考察 

 輸入品のハトムギからはAspergillusトキシン

が、国産品からは Fusarium トキシンが多く検

出される傾向にあり、中でも、輸入品からは STC

が、国産品からは DON-3-グルコシド、T-2トキ

シンおよび HT-2 トキシンの検出量が高い傾向

にあることが示された。さらに、タイプ A トリ

コテセン類については、4,15-DASだけが国産品

と比較して輸入品から有意に高い濃度で検出さ

れた。タイプ Aトリコテセンのうち 4,15-DASだ

けが他のカビ毒と検出傾向が異なったことから、

同じタイプ A トリコテセンであっても T-2 トキ

シンおよび HT-2 トキシンとは汚染原因菌が異

なることが示唆された。以上のことから、ハトム

ギの産地ごとに、カビ毒の汚染プロファイルが異

なることが明確に示された。 

 カビ毒の汚染原因菌については、今回検討した

ハトムギ試料のうち、32-HT03および 32-HT04

からは AF産生株が、32-HT06および 32-HT10

からは T-2トキシン、HT-2トキシン、4,15-DAS

および DON 産生株が、32-HT04 からは 4,15-

DAS 産生株が分離でき、これらのハトムギ試料

はすべてこれらのカビ毒による汚染を受けてい

たため、これらの分離株が汚染の原因菌である可

能性が高いと考えられた。しかし一方で、今回供

試した検体からは、T-2トキシンおよびHT-2ト

キシンを産生せず 4,15-DAS だけを高産生する

株は分離されず、タイ産の 32-HT04からの 1株

で、4,15-DASのみを 2.2 mg/kgの濃度で産生す

る F. incarnatum が分離された。過去の研究に

おいて Fusarium sambucinum、 Fusarium 

venenatumおよび F. incarnatumでは産生量は

少ないものの 4,15-DAS だけを産生する菌株の

過去の報告は少ないが、報告がある 2,3)。本研究

の結果から、これらの菌種、特に F. incarnatum

が輸入ハトムギの 4,15-DAS 汚染原因菌の候補

であると考え、今後、輸入品からの汚染原因菌分

離を目指しての検討を継続する必要がある。この

際、以下のことを考慮に入れ検討する。国産ハト
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ムギからも F. incarnatum は複数株分離された

が DASの産生性は確認されなかった。このこと

から、海外と国内での F. incarnatum は系統の

違いによって毒素産生性が異なる可能性が考え

られ、輸入品・国産品由来株を多数収集し菌株の

分子系統分類を実施する必要がある。または、3-

AcDONのケースと同様に、今回の分離株も異な

る培養条件で培養すれば 4,15-DAS の産生を確

認できる可能性があり、角田培地・25℃以外の培

養条件での DAS 産生性を検討する必要がある。 

 今回、輸入ハトムギ試料からは、4,15-DAS、

DON、NIV、BEAといった複数種類のフザリウ

ムトキシンが 10 mg/kg以上の濃度で検出された

にもかかわらず、分離できた Fusarium属菌は F. 

incarnatumおよび F. verticillioides のみであっ

た（表 2 および 3）。このことから、収穫から販

売に至るまでの間の保管等の条件により、菌が死

滅していた可能性が考えられた。今後はサンプル

入手の条件を検討し、これらのカビ毒の汚染原因

菌を分離し明らかにする必要がある。さらに今回

は、輸入ハトムギからは T-2トキシンおよびHT-

2トキシンはほとんど検出されなかった。この産

地間の違いは、ハトムギだけの特性であるのか、

または他の穀類を中心にした農作物に共通の産

地の地理的条件によるものであるのか、いずれで

あるのかを検討する必要がある。このことを明ら

かにするためには、ハトムギ以外の穀類について、

ハトムギと同様にアジア圏のみで生産される品

目および北米等異なる気候条件でも生産される

穀類それぞれの、タイプ A トリコテセン汚染状

況を、文献調査および分析による実態調査によっ

て検討する必要がある。 

 

E. 結論 

 本研究の結果から、国内に流通するハトムギ製

品の Aspergillus 属菌の分布、Fusarium属菌の

分布、およびトリコテセン系カビ毒の汚染リスク

においては、主に産地に起因したと思われる偏り

が存在することが明らかとなった。T-2トキシン、

HT-2 トキシン、および 4,15-DAS は、同じタイ

プ A トリコテセン類であり、主な産生菌である

F. sporotrichioides、F. poae、F. langsethiae等

が３者を産生することが広く知られることから、

３者のタイプ A トリコテセン類の複合汚染のケ

ースが多くの食品で確認されている。このことか

ら、これらの合計値でのリスク評価を実施する国

も多い。しかし今回、これら３者はハトムギにお

いては汚染の状況が異なり、汚染原因菌も異なる

ことが示唆されたことから、ハトムギにおけるタ

イプ A トリコテセン類の汚染メカニズムを解明

することの意義は大きいと考えられた。今後、ハ

トムギ製品から受けるヒトのフザリウムトキシ

ンの摂取リスクに注視しつつ、より多検体を供試

した検討を継続する必要がある。さらにはこの偏

りが生じる原因とメカニズムを解明し、汚染を軽

減させるための研究を実施する必要がある。 
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表 2  タイプ Aトリコテセン類産生菌種の分離株のカビ毒産生性一覧 

   
T-2 HT-2 DAS DON NIV 3-ACDON DON 3-ACDON

32-HT04-06 32-HT04 タイ Fusarium incarnatum <1 <1 <1 <1 <1 NT NT NT

32-HT04-09 32-HT04 タイ Fusarium  Incarnatum <1 <1 <1 <1 <1 NT NT NT

32-HT04-16 32-HT04 タイ Fusarium incarnatum <1 <1 2.2 <1 <1 NT NT NT

32-HT06-10 32-HT06 島根 Fusarium spotrichioides 368 20.5 8.1 <1 <1 NT NT NT

32-HT06-12 32-HT06 島根
Fusarium boothii または

Fusarium graminearum
<1 <1 <1 <1 <1 <1 160 656

32-HT06-18 32-HT06 島根 Fusarium spotrichioides 257.3 22.8 1.6 <1 <1 NT NT NT

32-HT06-21 32-HT06 島根 Fusarium incarnatum <1 <1 <1 <1 <1 NT NT NT

32-HT06-22 32-HT06 島根 Fusarium incarnatum <1 <1 <1 <1 <1 NT NT NT

32-HT06-23 32-HT06 島根 Fusarium incarnatum <1 <1 <1 <1 <1 NT NT NT

32-HT06-23 32-HT06 島根 Fusarium incarnatum <1 <1 <1 <1 <1 NT NT NT

32-HT06-25 32-HT06 島根 Fusarium incarnatum <1 <1 <1 <1 <1 NT NT NT

32-HT06-28 32-HT06 島根 Fusarium spotrichioides 149.8 5.2 3.9 <1 <1 NT NT NT

32-HT10-04 32-HT10 岩手
Fusarium boothii または

Fusarium graminearum
<1 <1 <1 <1 <1 15.5 316 492

32-HT10-07 32-HT10 岩手 Fusarium incarnatum <1 <1 <1 <1 <1 NT NT NT

32-HT10-10 32-HT10 岩手 Fusarium armeniacum 152.1 2.6 7.8 <1 <1 NT NT NT

32-HT10-11 32-HT10 岩手 Fusarium incarnatum <1 <1 <1 <1 <1 NT NT NT

32-HT10-12 32-HT10 岩手 Fusarium incarnatum <1 <1 <1 <1 <1 NT NT NT

32-HT16-01 32-HT16 栃木 Fusarium incarnatum <1 <1 <1 <1 <1 NT NT NT

32-HT16-03 32-HT16 栃木 Fusarium incarnatum <1 <1 <1 <1 <1 NT NT NT

32-HT16-04 32-HT16 栃木 Fusarium incarnatum <1 <1 <1 <1 <1 NT NT NT

32-HT16-05 32-HT16 栃木 Fusarium incarnatum <1 <1 <1 <1 <1 NT NT NT

32-HT16-06 32-HT16 栃木 Fusarium incarnatum <1 <1 <1 <1 <1 NT NT NT

32-HT19-01 32-HT19 中国 Fusarium incarnatum <1 <1 <1 <1 <1 NT NT NT

菌株番号
分離源ハトムギ

産地
分離株同定結果

角田培地（mg/kg) 米培養（mg/kg）分離源ハトムギ

検体番号
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表 3 フモニシン類産生菌種の分離株一覧 

32-HT04-13 32-HT04 タイ Fusarium verticillioides

32-HT06-08 32-HT06 島根
Fusarium fujikuroiまたは

Fusarium proliferatum

32-HT06-16 32-HT06 島根
Fusarium fujikuroiまたは

Fusarium proliferatum

32-HT06-24 32-HT06 島根
Fusarium fujikuroiまたは

Fusarium proliferatum

32-HT06-26 32-HT06 島根
Fusarium fujikuroiまたは

Fusarium proliferatum

32-HT06-27 32-HT06 島根
Fusarium fujikuroiまたは

Fusarium proliferatum

32-HT09-02 32-HT09 岩手 Fusarium annlatum

32-HT09-03 32-HT09 岩手 Fusarium oxysporum

32-HT09-04 32-HT09 岩手
Fusarium fujikuroiまたは

Fusarium proliferatum

32-HT16-02 32-HT16 栃木
Fusarium fujikuroiまたは

Fusarium proliferatum

32-HT16-07 32-HT16 栃木
Fusarium fujikuroiまたは

Fusarium proliferatum

32-HT16-08 32-HT16 栃木
Fusarium fujikuroiまたは

Fusarium proliferatum

菌株番号
分離源ハトムギ

検体番号

分離源ハトムギ

産地
分離株同定結果
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図 1  Fusarium属菌分離株の同定実験の流れ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2  分離された Fusarium属菌の形態学的特徴 
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